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令和８年第１回教育委員会定例会 

 

日 時 令和８年１月１３日（火）         開会：午後２時 

                          閉会：午後５時７分 

 

場 所 教育委員室 

 

出席委員  教 育 長 伊﨑 みゆき 

教育長職務代理者 吉村 潔 

      委 員 稲垣 百合恵 

      委 員 濱松 誠 

      委 員 吉原 幸子 

 

出席理事者 教 育 次 長  米田 博 

            庶 務 課 長 舩木 秀樹 

      学 務 課 長 石井 健太郎 

      指 導 課 長   酒川 敬史 

      教育総合支援センター長 丸谷 大輔 

      教育施策推進担当課長 唐澤 好彦 

            特別支援教育担当課長 新井 正康 

      品川図書館長 三ッ橋 悦子 

学校施設担当課長 荒木 孝太 

      統括指導主事 齊藤 隆光 

      統括指導主事 石原 朋之 

 

事務局職員 庶 務 係 長  安藤 尚之 

書    記 田島 希望 

            

傍聴人数  なし 

 

そ の 他 品川区教育委員会会議規則第14条の規定に基づき、会議の一部を 

非公開とした。 
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次第 

第 1号 議 案 教職員の任免等について（勧奨退職） 

協 議 事 項 1 教育委員会事務事業の点検および評価について 

報 告 事 項 1 学校プール施設のあり方に係る現時点での検討状況について 

報 告 事 項 2 教職員の任免等について（退職） 

報 告 事 項 3 教職員の任免等について（休職） 

報 告 事 項 4 区立学校におけるいじめの重大事態の調査結果について 
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令和８年第１回教育委員会定例会 

令和８年１月１３日 

 

 

【教育長】  ただいまから、令和８年度第１回教育委員会定例会を開会いたします。 

 署名委員に吉村教育長職務代理者、濱松委員を指名いたします。よろしくお願いいたし

ます。皆様、今年もまた１年どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、初めに会議の持ち方についてですが、日程第１、第１号議案、教職員の任免

等について（勧奨退職）、日程第３、報告事項２、教職員の任免等について（退職）、日程

第３、報告事項３、教職員の任免等について（休職）、これらの案件は人事に関する案件で

すので、品川区教育委員会会議規則第１４条の規定に基づき、非公開の会議といたします

が、御異議ありませんか。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】  異議なしと認め、本件については全ての日程の終了後に審議いたします。 

 それでは、本日の議題に入ります。日程第２、協議事項１、教育委員会事務事業の点検

及び評価について、説明をお願いします。 

 庶務課長。 

【庶務課長】  それでは、協議事項１、教育委員会事務事業の点検及び評価について、

御説明いたします。資料２をお願いします。初めに項番１、制度の趣旨でございますが、

平成２０年４月の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正によりまして、全

ての教育委員会は、毎年、委員会の権限に属する事務の管理執行状況について、点検及び

評価を行い、その結果を報告書にまとめ、議会に提出するとともに住民に公表しなければ

ならないとされました。 

 これを受けまして、品川区におきましても、報告書を議会に提出し、公表することによ

り、効果的な教育行政の推進と区民への説明責任を果たすことを目的としております。 

 項番２につきましては、資料に記載の内容を御確認いただきたく存じます。 

 項番３、評価対象事業につきましては、資料に記載の４項目を対象としておりまして、

今年度の評価点検の対象事業数は、大きくまとめて１６事業でございます。 

 次ページ、項番４、今後のスケジュールでございます。本日の教育委員会で事務事業評

価案を御審議いただき、２月上旬の教育委員会で事務事業評価報告書文案を決定したく考

えております。その後、２月下旬に文教委員会に報告し、３月にはホームページにて公表

する予定でございます。 

 項番５、実施方法・基準につきましては、（２）評価を御覧ください。①基本評価としま

しては、継続性、効果性、効率性の３つの評価基準について、それぞれの視点に基づき評

価を行っております。②総合評価につきましては、Ａ、拡大する事業、Ｂ、継続する事業、

Ｃ、改善・見直しをする事業、Ｄ、完了・中止・廃止する事業の４段階で評価を行ってお

ります。 

 項番６、学識経験者の知見の活用につきましては、法律上、任意ではございますが、区

教育委員会では毎年、学識経験者により御意見を頂戴しております。 

 それでは、早速でございますが、学識経験者からいただいた御意見について簡潔に御説
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明申し上げます。個別の評価シートの次におつけしております学識経験者の評価資料をお

願いいたします。 

 初めに、部活動地域移行等推進事業につきましては、日本体育大学体育学部教授の伊藤

雅充様から御意見をいただきました。伊藤先生からは、本事業が子どもたちの内面的な経

験を丁寧に扱おうとしている点や、子どもの声を幅広く集めて翌年度の計画に反映させて

いる点、教員の負担軽減と、学校としての役割の維持のバランスなどが評価されておりま

す。 

 一方で、事業全体を方向づけるビジョンをより明確に示すことや、指導者像をさらに明

確にしていくことなどが、今後の課題として挙げられております。 

 続きまして、学校図書館運営サポート事業についてでございますが、こちらは、専修大

学文学部教授の野口武悟様から御意見をいただきました。野口先生からは、品川区の学校

図書館運営サポート事業について、電算システム化と区立図書館のシステムとの連携、巡

回車の運行、学校図書館運営支援スタッフの配置、運営に関わる手引の提供、学校図書館

ボランティアの育成と活動の支援など、多角的な視点から御評価いただきました。 

 特に、区立図書館と学校図書館のシステム連携や、全校への学校図書館運営支援スタッ

フの配置、ボランティア向けの実務講座の開催などが高く評価されております。 

 一方で、中学校の蔵書整備の推進や、学校図書館運営支援スタッフの勤務日数の統一と

増加、運営の手引の定期的な更新などについては、改善の余地があるとの御指摘もいただ

いております。 

 これらの学識経験者の御意見を踏まえ、今後の事業展開に生かしてまいりたいと考えて

おります。 

 それでは、次に、各事業の事務事業評価シートにつきまして、各所管の課長から御説明

申し上げます。所管ごとの御説明になりますので、シートが飛び飛びになりますことを、

あらかじめ御了承いただきたく存じます。 

 それでは、私からは評価シートの６番と１６番について御説明いたします。初めに、評

価シート６番、「広報しながわ」教育特集号を御覧願います。本事業は、区の教育に関する

取組や成果を広く区民に周知するため、年１回、「広報しながわ」として教育特集号を発行

しているものでございます。 

 基本評価の視点としましては、掲載の内容の充実度、区民の認知度、他の広報媒体との

連携などを考慮しております。区の教育施策の周知に効果を上げていることから、総合評

価はＢの継続する事業としており、今後も、区民にとって分かりやすい、興味を引く内容

となるよう、紙面構成や掲載内容の工夫を重ね、区の教育施策の効果的な周知と理解促進

に向けて充実を図ってまいります。 

 続きまして、評価シート１６番、学校トラブル相談体制の構築をお願いいたします。本

事業は、児童生徒、保護者、教職員からの相談に対し、弁護士による法律相談や、専門機

関による相談業務を実施し、学校トラブルの未然防止や、早期解決を図るものです。 

 基本評価の視点としては、学校トラブルの未然防止や早期解決への寄与、相談件数の推

移、関係機関との連携状況などを考慮しております。相談体制が学校現場のニーズに応え

ており、トラブル解決に効果を上げていることから、総合評価はＢの継続する事業として

おります。今後も、学校や関係機関との連携をさらに強化し、より効果的な相談体制の構
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築に努めてまいります。 

 私からの説明は以上です。 

【教育長】  学校施設担当課長。 

【学校施設担当課長】  では、シート番号７番を御覧ください。私からは、事業名称、

学校体育施設整備について御説明いたします。本事業では、経年劣化が進んでいる校庭、

プール、屋内運動場について、施設の不備による事故を未然に防ぐとともに、児童生徒の

運動環境を向上させることを目的に、計画的な改修を進めております。また、プールにつ

きましては、熱中症対策として有効な日よけの設置も本事業の中で今後実施していく予定

です。 

 基本評価としては、安定した学校運営はもとより、地域への施設開放、さらに災害時の

避難所機能といった多角的な観点から、継続して取り組む必要のある事業と考えておりま

す。工事の実施後には、機能面の向上という明確な効果が得られております。 

 総合評価はＢとしております。 

 今後の方向性としては、品川区立学校施設長寿命化計画に基づき、無駄のない改修計画

を策定し、引き続き計画的な工事を進めてまいりたいと考えております。 

 私からの説明は以上です。 

【教育長】  学務課長。 

【学務課長】  それでは、学務課につきましては、４事業について御説明を申し上げま

す。 

 まず、１番の修学旅行無償化事業を御覧ください。ページにつきましては、５ページと

なっております。こちらにつきましては、区立学校第９学年の生徒に係る修学旅行の費用

を公費負担することによって、保護者の経済的負担の軽減を図るものでございます。 

 総合評価をＣとしていますのは、事業そのものについては継続したいと考えているもの

の手法については工夫の余地があるためです。そういう意味で、こちらはＢ寄りのＣであ

ると考えております。学校への補助金支給という形で行ってはいるんですけれども、公費

負担としてより適切なやり方がないかということで、事業の検討を引き続き行っていると

ころでございます。 

 続きまして、６ページ目、２番の標準服購入費用保護者負担軽減事業でございます。こ

ちらは、今まさに動き出しているところでございますけれども、区立中学校新７年生およ

び義務教育学校新５年生に在籍する児童生徒の標準服購入費用を補助する事業を、電子ク

ーポンの配布という形で実施しているところでございます。こちらにつきましては、現行

のスキームをそのままきちんと維持した中、今後も実施していきたいというふうに考えて

いるものでございます。 

 資料、飛びまして１１ページ、７番の給食運営でございます。今年度より、有機野菜を

学校給食に導入しております。前回の事務事業評価につきましてもＣということでしたけ

れども、例えばメニューの改善や、有機野菜の導入、国による無償化など、学校給食をめ

ぐる状況はは変化が激しいため、基本的には安定稼働を目指しながらも、不断の見直しを

行っていくという観点から、Ｂ寄りのＣをつけさせていただいているところでございます。 

 続きまして、ページ少し飛びますけれども、１８ページ、１４－１特色ある教育活動に

つきまして、御説明申し上げます。こちらに関しましては、かねてより各課において実施
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しております特色ある教育活動の中で、学務課所管分につきましては、主に教材ですとか、

あとは花の種の苗ですとか、あとは部活動における楽器の購入等を予算化しているもので

ございます。 

 学校選択制の導入とともに、各学校が特色ある教育活動を実施するための予算ですので、

各学校の特色というものをどれだけ打ち出していくのか、これに関しては今後も工夫や見

直しが必要であるというふうに考えておりますので、評価としてはＣをつけているという

ようなところでございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

【教育長】  指導課長。 

【指導課長】  指導課からは、主なものということで、４番、部活動地域移行等推進事

業について報告いたします。こちらにつきましては、地域移行を進めるための部活動の協

議会の実施、それから地域部活動の設置――こちら、ラグビー、ホッケー、ダンス、アー

トを設置してまいりました。それから、学校部活動、学校で行う部活動の業務委託、そし

て、学校部活動アシスタントコーディネーターの配置の４つの柱で実施しております。 

 評価のほうはＡとさせていただいております。今後、子どもたちの活動機会の確保と拡

充、それから教員の負担軽減。特に業務委託については、もう少し幅を広げていきたいと

いうふうに考えているところでございます。業務委託の指導を受けた子どもたち、それか

ら委託された部活動の顧問を務めていた先生方、共に９割、非常に満足しているという結

果が得られております。 

 私からは以上でございます。 

【教育長】  教育総合支援センター長。 

【教育総合支援センター長】  私から、教育総合支援センター所管分について、説明を

いたします。 

 まず、９番の品川区研究学校を御覧いただければと思います。これまで、毎年２校ずつ、

２年間の研究学校の指定を行ってまいりました。２年目の最後には、研究発表会を開催し

ております。指定を受けた学校は、校内研究が充実し、児童生徒への教育活動が充実する

などの成果を得られています。 

 また、区内各校から参加者を募り、研究成果の普及啓発に努めております。一方で、２

年間という期間や研究発表会の実施といった縛りにより、応募に躊躇するといった状況も

あることから、実施の在り方について改善が必要と捉え、総合評価はＣといたしました。 

 次に、１０、いじめ防止対策（ＨＥＡＲＴＳ）を御覧ください。平成２５年度に品川学

校支援チームＨＥＡＲＴＳを設置してから１３年が経過しようとしています。これまで、

いじめ問題をはじめ、不登校児童生徒の支援を中心に活動してまいりました。増加の一途

をたどる不登校問題に早期に対応できるよう、より学校に近い存在である必要があると認

識しており、今後の支援の在り方について改善が必要と捉え、総合評価はＣとしておりま

す。 

 昨年度も、同事業の評価をしていただいておりますが、昨年度はいじめ予防プログラム

について実施いたしました。今回は、ＨＥＡＲＴＳの在り方ということで、異なる内容の

評価となっております。 

 続きまして、１４－３、特色ある教育活動のシートを御覧ください。教育総合支援セン
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ターでは、事業概要にある（１）から（６）の学校からの提案事業についての講師謝礼、

（７）にある、国や都の補助事業、学校と家庭の連携推進事業と、理科観察実験支援事業

の報償費となります。学校からの提案事業について、例年同様の提案となっており、学校

の特色として定着していると捉えることができる一方で、時代に合った新しい提案に乏し

いという現状もあります。 

 品川区教育振興基本計画に沿った内容になっているか、真に学校の特色となっているか

を吟味する必要があると考え、総合評価をＣとしてございます。 

 次に、１５－２、教職員研修についてでございます。事業概要にあるとおり、年次研修、

管理職研修、教育課題研修を主に所管しており、年々新たな教育課題に対応するため、数

多くの研修を実施している現状があります。年次研修など、法定研修として定められてい

る研修以外の研修については精選が必要であると捉えており、総合評価をＣとしてござい

ます。 

 ページをお戻りいただきまして、５番の発達障害教育支援員の配置について、担当課長

より説明をいたします。 

【教育長】  特別支援教育担当課長。 

【特別支援教育担当課長】  ９ページ、シート番号５番の発達障害教育支援員の配置に

ついて御説明いたします。こちらにつきましては、小学校と義務教育学校前期課程の全校

の、知的の遅れがなく、発達障害等がある児童を対象に支援員を配置する事業でございま

す。令和７年度からは、１５学級以上の学校については、２名を配置しておるところでご

ざいます。 

 基本評価につきましては、こちら、継続性のところでは、支援教室を退室した児童が通

常の学級で継続した支援を受ける必要があるというところで、こちらを続けていく必要が

あるというふうに考えてございます。効果性につきましては、こちら、実際にその支援対

象児童が落ち着いて学習に取り組めるようになったといった効果を上げているところがご

ざいます。効率性につきましては、こちら、支援員を毎日配置してございますので、学校

長の判断で、その日の支援員を配置する児童も、学校の判断で決められるというような柔

軟的な対応ができるところで、効率性がよいというふうに判断してございます。 

 総合評価としましてはＡというところでございます。児童が在籍する通常学級で、学校

生活での集団生活を安心して過ごすことができるようになっているというところが、評価

の理由となっています。引き続き、学校と丁寧な意見交換などを通じまして、支援員の配

置による成果・効果等を把握するとともに、中学校と義務教育学校後期課程の支援員の配

置等の検討ですとか、充実化について検討してまいりたいと思います。 

 私からは以上でございます。 

【教育長】  品川図書館長。 

【品川図書館長】  私からは、品川区立図書館の事務事業評価シートについて説明いた

します。３事業ございます。紙１５ページ、電子資料１９ページ、事業名称１１、図書館

ブックフェアでございます。事業概要に記載されておりますように、年２回、春と秋に図

書館ブックフェアを実施し、また、環境、平和、スポーツ、障害者週間などの全館共通の

ブックフェアを実施しております。 

 総合評価ではＢ、現状維持となっております。利用者からは好評であり、来館のきっか
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けや貸出しの促進につながっています。令和７年度は高知県と連携して、高知県ブックフ

ェアを開催いたしました。 

 続きまして、紙資料１６ページ、電子資料２０ページ、事業名称１２、図書館施設の維

持管理でございます。事業概要に記載されておりますように、図書館施設の多くは昭和４

０年から６０年にかけて建設されており、老朽化が目立ってきております。時代に合わせ

て改修の必要性が考えられます。 

 総合評価では、Ｂ、計画・規定どおりとなっております。利便性の向上に向けて対応し

てまいります。 

 最後に、紙資料１７ページ、電子資料２１ページを御覧ください。事業名称１３、学校

図書館運営サポートでございます。事業概要に記載されておりますように、品川区子ども

読書活動推進計画に基づき、学校図書館に対して運営サポートを行うものでございます。 

 総合評価では、Ａ、対象・規模等の拡大となっており、引き続き読書活動の推進に努め

てまいります。こちらは、昨年度から２年連続の評価対象となっております。昨年度に引

き続き、クラス数の多い５校はスタッフを週３日配置しております。 

 説明は以上でございます。 

【教育長】  説明が終わりました。本日、全部、番号は１６なんですけれども、枝番が

ついているものもありますので、それ以上の項目が出ています。今説明されなかったもの

もありますが、それも含めて、まずこの評価シートの内容について質疑、御意見等があり

ましたら、お願いいたします。 

 それでは、まず修学旅行無償化事業について。御質疑、御意見がございましたら、お願

いします。 

 吉村委員。 

【吉村教育長職務代理者】  これ、質問なんですけれども、先ほどの説明を伺っていて

も、この無償化事業については、実施方法について検証するということで、内容について

はこのまま行くという理解でよろしいでしょうか。 

【教育長】  学務課長。 

【学務課長】   職務代理者のお見込みのとおりです。実施の内容を変更するというよ

りは、補助金支給についての詳細な方法について検討を行うものになります。 

【吉村教育長職務代理者】  分かりました。 

 以上です。 

【教育長】  よろしいですか。ほかにはございますか。 

 稲垣委員。 

【稲垣委員】  ちょっと質問なんですけれども、今回のこれに関しては、今まで積み立

てていたものを１回返金する形で、多分お返ししていると思うんですけれども、今後はど

ういうふうに実施しますか。区が直接業者に払うのか、その辺のお金の流れがどう決まっ

ているかを詳しく教えていただければなと思います。 

【教育長】  学務課長。 

【学務課長】  今まさに委員から御指摘いただいたところが、Ｃ評価につながる部分で

す。本年度は、年度開始から修学旅行へ行くまでに時間が無かったため、これまで積み立

ててきたものを返金し、区より学校に対して補助金を支給し、それを学校が旅行代理店に
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に支払うという流れでございました。 

 今後はそういう形をとるのではなく、区から直接旅行代理店に支払ことが可能なスキー

ム構築をしていかなければならないだろうと考えています。具体的に契約行為になるのか、

補助金の代理受領という形になるのか等、現在、細かいところを詰めている状況です。 

【稲垣委員】  ありがとうございます。 

【教育長】  ほかにはございますか。 

 濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございます。これ、これから人件費、物価等々で価格高騰が

行われる中、どこまで公費で吸収するのかというところが１点目。 

 ２点目は、これも、いわゆる表現としては難しいんですけれども、ばらまきと言う人も

いるというふうに思います。なぜなら、例えば生活保護の方とか、本当に生活が苦しい方

には支援をすべきという声もあると思いますが、年収がかなり高い人向けにはどうなんだ

という声があるのも、周知の事実だと思います。 

 その点で、２つ目は意見提案なんですが、親御さんというか、保護者がお金を出すので

はなくて、公費でやっているならば、例えばいわゆるお金の部分ではなくて、質のほうを

担保させるとか。行ったのだったら、修学旅行なり、言い方としては研修の経験をさらに、

ここがよかったとか、ここをもうちょっと見直すべきだったよねというのを、より生徒側、

子どもたち側に寄せて、トーナメント形式で区長に発表するとか、あるいは、しっかり子

どもたちの成果、あるいはクラスや学年の成果みたいなものを、学びがどうなったかとい

うところのジャーニー、旅みたいなところを追いかけると、せっかく区民としてお金を出

したんだったら、こういうふうに使われているんだというのが分かりやすいので。 

 何かそういうふうなところに、質として、これだったら子どもたちのために出したいな

と思えるものがあればいいと思うので、２つ目のところは意見提案です。 

 １つ目、いかがでしょうか。 

【教育長】  学務課長。 

【学務課長】  修学旅行ですが、令和７年度につきましては、ほぼ全ての学校が関西方

面、京都・奈良方面というふうな形になっていますが、公費負担になることで、行き先の

変更をする可能性も生じます。どこまで公費負担するのが妥当かについては、課題である

と思っております。 

 また、物価高騰による旅行価格上昇の部分をどこまで公費で負担するのかという点です

が、物価高騰による旅行価格上昇という観点のみであれば公費負担が相当であると考えて

おります。この考え方ははベースとなる考え方として持たなければならないことだという

ふうに思っています 

 一方で、公費負担だから、どこへでも、好き勝手に行っていいだろうというふうな考え

方については、若干課題が残るのではないかなというふうに考えております。修学旅行の

無償化事業は、品川区が先鞭をつけた形で実施しておりますが、あくまでもベーシックサ

ービスという考え方の下、各ご家庭の状況に関わらず、必要な教育サービスを誰もが受け

られるとべきであるという考えの下、進めているところです。 

 公費負担の在り方や、その効果については、今後も様々なご意見が出てくると思います

ので、引き続き、状況を見ながら考えていきたいと思っております。 
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【教育長】  ２点目の御意見について、現状どのような形で学校が修学旅行の報告を行

っているかなど、分かる方はいますか。 

 教育総合支援センター長。 

【教育総合支援センター長】  各学校で修学旅行を９年生で実施しておりますけれども、

事前学習から事後学習まで、学校の中で完結しているというのが現状でございます。学校

の中で、現地で調査した結果のまとめを壁新聞を作ったりですとか、学校によっては、学

習発表会のようなところで全体で発表したりとか、そういった形で学びを深めていくとい

う状況があります。 

 御提案いただいたような、区民にも伝わるようなというところは、１つ大事な視点だと

いうふうにも考えますので、今後の在り方について、また検討できればというふうに考え

ます。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございます。検討いただけるということで、どのやり方が正

しいか全く分かりませんけれども、繰り返しになりますが、ばらまきと、どうしても言わ

れざるを得ない無償化だからこそ、教育委員会や、首長や、教育長がリーダーシップを持

って進める必要があるとおもいます。 

 せっかく既にクラスベースや、学年ベースでやっているのを、私も見学に行かせてもら

ったときに見ていますから。だからこそ、じゃあ、それをもうちょっと、こういうことを

していますよと、あるいは、こういう発表で、こういうことが生きていますよといったこ

とって、そんなに難しくない。プラスアルファのことだと思いますから、何かそういうこ

とをやると、繰り返しなりますが、出してよかったなと、頑張ってきてくれよというとこ

ろが、そこが無償化のわなに陥らないような取組だと思いますから、そこは真剣に考えて

ほしいなと思いますね。 

【教育長】  ほかにはございますか。 

 稲垣委員。 

【稲垣委員】  意見ということで。無償化になることで、先ほどおっしゃっていたみた

いに、区と旅行業者が直接契約したりとかということが、多分、今後は検討されると思う

んです。やはり今、京都、奈良って、今すごくオーバーツーリズムで、子どもたちが予定

を立てたとしても、そのとおりに回れないみたいなことが続いていますので、ある程度、

学校側で行き先を選べるような、その子たちの学びに、学校それぞれの学びが多分あって、

それに適したところというのが多分出てくるとは思うので、あまり区から決めてしまい過

ぎないような形で進めていただければなと思います。 

 以上です。 

【教育長】  ありがとうございます。１番の修学旅行無償化事業についての御意見を、

今いただきました。基本的に今の御意見をまとめる形で次のときに御提示するという形で

よろしいでしょうか。 

 庶務課長。 

【庶務課長】  ただいま御審議いただいた内容を事務局でまとめて御確認いただくとい

う方法もとれますし、意見という形でおまとめいただくことも考えられます。 

 以上です。 
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【教育長】  分かりました。では、本日いただいた意見を一旦まとめて御提示して、ま

た、次回、次々回、案が取れた段階のものを検討すると。最終はありますよね、最終段階

はまだ。ですので、そのときにまた改めて御意見がある方はいただくという形で進めたい

と思います。 

 では、次に、２番、標準服購入費用保護者負担軽減事業について、御意見、御質問、お

願いいたします。 

 吉原委員。 

【吉原委員】  質問です。中学校の制服は全員が恩恵を受けるということでいいと思う

んですが、義務教育学校の５年生からの支給となりますと、私服で区立学校に通っている

お子さんたちはお金がかかるわけですよね。その辺のギャップはどうなるんでしょうか。 

【教育長】  学務課長。 

【学務課長】  私服にお金がかかってしまうという現状は確かにございます。経済的支

援の中で、標準服を無償化したのは、は標準服が区立中学校・義務教育学校において使用

が推奨されているものであり、ひとしく児童・生徒が着るものであるという観点から公費

負担を実施したものです。 

 例えば小学生というのは学校に私服を着ていきます。例えば私服を着ることに対しても、

一定程度経済的な負担がないわけではないと思いますけれども、私服は学校生活以外にそ

日常的に使用するものです。経済的負担の軽減をこれ以上拡大するとかいう議論を進めま

すと、標準服も公費負担のみならず、標準服の在り方そのものについても、一定程度見直

していかなければならないことになるかと考えております。 

【教育長】  吉原委員。 

【吉原委員】  制服があることで、洋服代ってかなり助かると思うんです。もちろん、

私服は学校以外に使ったりとか、いろいろなところがあるんですけれども、区民の中でそ

ういったことに対して、意見とか、不満とか、もし出るようなことがあれば、それはまた

考えていただきたいかなと思います。 

 以上です。 

【教育長】  ただいまのは御意見ということでよろしいですか。 

【吉原委員】  はい。 

【教育長】  ほかにはございますか。 

 稲垣委員。 

【稲垣委員】  幾つか質問させていただきたいんですけれども、今、制服無償化のチケ

ットがデジタルクーポンになっていると思うんです。デジタルクーポンにされた理由と、

あとは、この予算額の中で、実際に制服の代金として使われるものではない経費がどれぐ

らいの割合あるのかが分かったら、伺いたいなと。 

【教育長】  学務課長。 

【学務課長】  デジタルクーポンにした経緯ですが、まずこの事業を実施するに当たっ

て、区が直接、洋服業者から標準服を買い上げるという方法や紙クーポンの配布といった

方法も、検討の俎上にありました。 

 直接洋服業者から買い上げる方法は、進学する学校が決まってからの短い中で区が購入

するとなると、購入数量の確定が非常に困難であることや、在庫の管理コストがかなりか
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かることが懸念されたために、クーポン方式を中心に事業を検討いたしました。 

 続いて、クーポン方式であっても、紙クーポンですと、転売などの可能性も否定できま

せん。そういう状況もありまして、デジタルクーポンを導入するに至りました。デジタル

クーポン導入に係る予算につきましては、標準服の購入費用の金額のほかに、クーポンの

発行のためのシステム構築や、クーポンのお知らせを各家庭に発送するための費用なども

含めまして、１,０００万円弱の追加費用を計上しております。 

 以上です。 

【教育長】  稲垣委員。 

【稲垣委員】  ありがとうございます。うち、クーポンは来たんですけれども、紙で郵

送で、まずデジタルクーポンを登録してくださいという案内が来て、それを各自のスマホ

とかＰＣでやらなければならないということで、すごく手間もかかる。郵送しているんだ

ったら、紙でいいじゃないかという気もしますし。 

 デジタルにするんだったら、デジタルで完結させたほうが多分いいですし、郵送するん

だったら、転売のおそれがあるんだったら、使用のときに必ず本人確認、保険証を出して

ください、マイナンバーカードを出してくださいという形でもいいと思うので。いいとこ

取りすればいいんだろうとは思うんですけれども、無駄な経費がかかっているなとすごく

感じたので、あの状態で紙でお知らせをするという前提であれば、紙クーポンのほうがい

いんじゃないかなという気がしました。 

 そうしたら、デジタルが分からなくて使えない方もいないですし。その辺、経費のかか

り具合も考えて検討していただければなと思いました。 

 あと、もう一つ、意見にはなるんですけれども、ＳＤＧｓを品川区はすごく推している

と思うんです。この制服の無償化で、必要がない人も購入してしまうような状況に多分な

ると思っています。この事業自体は環境負荷を高めているんじゃないかなという気が、ち

ょっとするんです。 

 なので、制服を全ての人が必要ではなくて、それこそ兄弟がいればお下がりでもらえる

とか、近所のお兄ちゃんがいれば、お下がりでもらえるとか。それこそ、ＰＴＡもリサイ

クルをやっていますし、そういう形で、使わなくてもよかった人が、そのクーポンを何か

別の形でメリットとして享受できるようなものがあれば、少しＳＤＧｓ的な観点も補完で

きるかなと思います。ですので、その辺を、今後、その有効性と、ＳＤＧｓの視点と、手

数料があまりかからないような方向で考えていただければなと思います。 

 無償化事業自体は、本当に最初にすごくお金がかかることなので、皆さん助かるとは思

っていますので。 

 あともう一つなんですけれども、７年生は制服を買うから補助されるんですけれども、

先ほど吉原先生のおっしゃったことと逆になってしまうかもしれないんですけれども、義

務教育学校の１年生って、１年生も制服を買わなきゃいけないんですよね。１年生もまあ

まあな負担になってきて。２・３年生になると、小さ過ぎて着られなくなってくるみたい

な状態でなかなか負担があるので、なぜ中学生は補助があるのに、小学生は補助がないの

かなというところも、今後は考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。 

 以上です。 

【教育長】  学務課長。 
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【学務課長】  今回、公費負担により、教育を受ける際に大きな負担となっている部分

を軽減することができたというのは、１つ、大きな成果だと思っております。 

 一方で、先ほど委員がおっしゃるとおり、例えば兄弟間でお下がりを融通し合うことな

ど、これまで保護者の経済的な負担であったからこそ発生したことであると考えています。

そのことが結果として物を大事にする気持ちが生まれたりといった副次的な教育効果につ

ながったということは、承知しております。 

 公費負担の事業となると、物を大切にするという考え方をもともと持っていて、公費負

担を受けなかった人に対しては、公費負担の恩恵が受けられないという課題は出てくると

思います。まずは公費負担をすることによって、どの人にも費用がかからずに、負担がな

い状態をつくるというのが今年度の取組としてできたので、そこから生じてくる諸課題に

つきましては、今後も向き合っていかなければならないだろうなというふうに考えている

ところです。 

 一方で、まだ解決できていないものとしては、義務教育学校１年生の標準服があります

ので、その辺りについては引き続き考えていかねばならない部分があるかなというふうに

は思っています。 

 先ほど吉原委員もおっしゃった私服の問題というのもあるので、標準服をめぐる課題と

いうのも、まずはそのベーシックなところをつくり上げたからこそ見えてくる課題という

のは、これから生じてくるのかなと考えています。 

電子クーポンを使用するための通知を郵送すること関しましては、通常の任意でクーポ

ンをもらうような仕組みであれば、例えばサイトにメールアドレスを登録し、自動返信に

より個人情報を入力するとクーポンを取得できるような形などがありますが、新入学者全

員を対象に御案内を確実に届けるためには、住民基本台帳を基に郵送する仕組みを取らざ

るを得ないというのが現状です。 

 今後、行政におけるデジタル基盤などがもっと先に進んできたら、そういったコストと

いうのは減っていくものと思われますけれども、行政の立場としては、漏れなく案内とい

うふうな発想から、こういった形の事業になってしまったというような状況です。 

【教育長】  よろしいですか。ほかに。 

 濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございました。こちらも無償化のところで２点あります。そ

れも少し重複するんですけれども、意見として伝えたいなというところがあります。その

前に質問なんですけれども、改めて、さっき稲垣さんがおっしゃった、ウエルビーイング、

ＳＤＧｓと言っているので、どうしてもリユースの件は出てくると思うんですよ。 

 これまでも答えていただいているものも、今回、この標準服を無償化することで、いや、

今までリユースをもっとやればいいじゃないかという声もあったと思いますし、私も品川

区としてそれがいいと思うんですけれども。その辺り、この標準服の導入によってなのか、

よらずともなのか、ここの周辺、この標準服、あるいはその周辺で、リユースについてど

ういうふうにお考えか、教えてもらっていいですか。 

【教育長】  学務課長。 

【学務課長】  現段階で完璧にリユースを想定して事業を組み立てるのは難しと思って

おります。ＳＤＧｓ未来都市宣言をしているので、そういった観点から持続可能な形で本
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事業をやれることがいいとは思っています。た既存の標準服のリユース事業はＰＴＡが実

施しておりますが、今年度障害者就労支援施設におけるリユース事業がなども開始したと

ころです。 

 リユース事業をを本格的な事業として実施するにはまだまだ課題があると考えておりま

す。物を大事に使うということ、そして、公費負担の在り方からも、本当に必要のないの

であるならば、リユース品で済むということそのものについては、大事なことだとは思い

ますが、制度として設計するには負担が大きく、本日のお答えはここまでにさせていただ

けたらと思います。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございます。これもフラッシュなアイデアなので、既に検討

されているかとは思いますが、例えば民間でも、いわゆるユニフォームと言われる、工場

やメーカーとかで働く人のユニフォームを交換するとなったときに、軽くて、動きやすく

て、おしゃれだみたいな。 

 それと、デザイン性が特に強い、いわゆる制服というのが一緒かは置いておいて、かな

り環境にすごく意識して、そこもつくり変えているんですという、先ほどの修学旅行系の

無償化と似ていて、無償化にする。なんだが、リユースの話って絶対出てくるよねと。だ

からこそリユースはリユースで、いわゆる使い回しという、物をちゃんと大事にしましょ

うという話は、いわゆるしつけや、礼節的なものとしてちゃんとしましょうなんですが。 

 ネオ制服みたいな、ニュー制服みたいなものをつくるときに、既にやられているとは思

うものの、さらにその一歩先、せっかく品川区がＳＤＧｓとウエルビーイングは我々も知

っているし、これまでも、これからも進めていくと思うので、そこを頭の片隅に入れてい

ただきながら、環境にも考えて制服をつくっています、それも無償化でやっていますとい

うメッセージが届くと、よりいいと思います。 

 しかもリユースも、おっしゃるようにリユース事業じゃなくて、それはそれで決して忘

れてはいませんということの２点セット、３点セットでやると、よりメッセージとして伝

わるし、繰り返しになりますか、ばらまきということの言い方が正しいかどうかは置いて

おいて、そうじゃないんですよということをやってほしいなというふうに思いました。 

 ごめんなさい。もう一個が、小学校１年生、義務教育学校をこれだけ推しているんだっ

たら、５年生、稲垣さんの話はそのとおりで、加えたいのは、やっぱり１年生の問題、こ

こはしっかり検討してほしいなということを、私もメッセージとして伝えておきたいと思

います。 

 以上です。 

【教育長】  ほかにはよろしいですか。 

 それでは、３番の学校体育施設整備費について、御意見、御質問、お願いいたします。 

 吉村職務代理者。 

【吉村教育長職務代理者】  ここに書いてあることで、私はぜひこれを進めてほしいと

思っているんですけれども、これは本当に子どもの安全ということでいうと非常に大事な

部分です。ただ、一方で、資材高騰で予算的にはかなり額がかかってくるという問題もあ

ります。 

 １つ確認したいのは、今日、別の報告事項の中で、学校プール施設のことが出ているん
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です。最近、学校プールについては、もうやらないようにするという自治体が全国の中で

は散見されるみたいですけれども、品川区としては、今後、今日、集約化という言葉も出

ていましたけれども、そういう方向があるにせよ、学校プールについても、大事な教育活

動の１つとして継続していくという理解でよろしいでしょうか。そこを教えていただきた

い。 

【教育長】  学校施設担当課長。 

【学校施設担当課長】  品川区の今後の学校プール事業、水泳授業の在り方でございま

すが、基本的には委員がおっしゃっていただいたように、児童と生徒の水難事故防止と、

身体能力向上という観点から、今後も継続して取り組んでいこうということで考えており

ます。 

 その上で、このハード面からどういった事業実施について支援できるかというところを

考えて予算化をしているところでございます。 

 以上です。 

【吉村教育長職務代理者】  分かりました。 

【教育長】  ほかにはございますか。 

 濱松委員。 

【濱松委員】  ちょっと見逃していたら、すみません。これって老朽化とか、今回のこ

の整理をしていくに当たって、どういう指標でそれを整備しないといけないのか、教えて

もらっていいですか。 

【教育長】  学校施設担当課長。 

【学校施設担当課長】  根本としてあるのは、どういう施設を改修するかという選定基

準なんですけれども、区の中で、こういったような品川区の公共施設総合計画というのが

ありまして、その中でも、学校施設に関しては、品川区立学校施設長寿命化計画という計

画を立てております。この中で具体的に、当面２０年間のサイクルで大規模に改修してい

こうという計画を立てております。 

 おおむねその２０年間の中で考えていくというベースがあるんですけれども、当然、施

設の使用状況によっては、すぐに傷みが発生するようなところもございますので、そうい

うところは年度、年度で、学校教職員と区の職員でしっかりと確認した上で予算化してい

くということで、工事を進めております。 

 以上です。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  分かりました。区のものに基づいてやっておられるということで、理解

しました。非常に大きく関係してくるものですから、安全にやってほしいなと思います。 

 私だけではなくて、教育部の皆さんや事務局の皆さんも、学校現場に行かれると、うち

のところは本当に古いんだよという声を、特に古いところは聞きます。先ほども、年度、

年度で柔軟にとおっしゃいました。心強いですが、もう少し踏み込んで教えていただきた

いのは、その柔軟性や、担当課長や教育長、予算の範囲の中で、どういうところだと……。 

 例えば雨漏りをします。これは閉じるような工事を数十万、数百万円かけてやらないと

いけませんなのか、そのガイドラインみたいなのってありますか。 

【教育長】  学校施設担当課長。 
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【学校施設担当課長】  応急的な工事実施という面では、このように政策予算としてと

っている事業になるんですけれども、これとは別途、経常予算で進んでいる事業もござい

ます。そこの中で、雨漏りであれば、すぐに対応しなければなりませんので、学校の工事

という低額の予算で発注できるものから、庶務課として、主管課として発生できるものだ

とか、工事の内容によっては様々なメニューがございますので、そこで柔軟に対応できる

ようにしております。 

 以上です。 

【教育長】  ほかにはよろしいですか。それでは、続いて４番、部活動地域移行等推進

事業について、御意見、御質問、お願いいたします。 

 吉村職務代理者。 

【吉村教育長職務代理者】  部活動地域移行については、今回、学識経験者の方からの

文書の評価が出ているんですけれども、この中で、今後の課題としてということで、１つ

は、事業全体を方向づけるビジョン、これ長期的な成長像というようなことが書いてあり

ます。この点と、そのビジョンを実現していくための指導者像、これを明確にすることが

望ましいというふうに書いてあるんです。 

 これ、こういう、今回、特段取り上げてやっていただいたので、ここについて、これか

らこれをどう生かしていくかということが１つ、来年度に向けて具体的にしていかなきゃ

いけないんだろうと思います。 

 私、以前から思っていたのは、これ、以前も、去年も、一昨年も私は質問しているんで

すけれども、この事業概要に４つ書いてあるんです、取り組んでいる事業が。これを進め

ているというのはよく理解できているんですが、これを例えば最終ゴールとして、どこを

目指しているのかというのが、私にはよく分からない。例えば今回の総合評価のところで、

まさにＡだと思うんですけれども、拡充していくというか、継続的に実施をしていくとい

うことがいろいろ書いてあります。 

 これ、例えば民間委託は１５校５０部活が事業実績であって、来年は例えばここまで広

げるとか、最終的にどこまでこの４つの事業を展開していこうとしているのかというのも

含めて、この日体大の伊藤先生がおっしゃっているビジョン、これをもう少し明確にして

いったほうがいいんじゃないかなというふうに思うんですが、この辺りはいかがでしょう

か。 

【教育長】  指導課長。 

【指導課長】  中期的といいますか、もしかしたら捉え方によっては短期的になってし

まうかもしれませんけれども、学校部活動に関しては、指導したい教員、それから、部活

動指導員、それから指導課のほうで力を入れている部活動の委託ということで、２０３１

年までは計画を立てています。 

 部活動の業務委託のほうは、今、１校３部活動程度の業務委託と部活動指導員で賄って

いるところ、来年度は１校４部活程度と、微増ではあるんですけれども、さらにこれを大

きくしまして、場合によっては指導者がいるよという学校に関しては、そこは業務委託を

外して、逆に指導者が足りていないよという学校なんかに１校５部活動というような業務

委託を展開することを通じて指導できる教員と、外部指導員と、業務委託で１００％充足

していくということを考えているんですが、これを２０３１年までは、品川のスタイルと
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して継続していくというふうに描いています。 

 ただ、大変予算がかかるものであるというのも承知していますし、国のほうでは、もう

少し違う、地域のスポーツ団体、文化活動団体なんかが指導者に代わっていくというよう

な絵を描いているところですが、実際そういった形に移行していっている、全国的には幾

つか市などもあります。 

 なので、そういった国の動きですとか、全国において実施している市区町村の成果、課

題というものを踏まえながら、より地域のほうに部活動を移行していくということも考え

ながらということで、少し流動的になりますけれども、品川スタイルをしながら、さらに

その先の地域移行というのを考えていこうというふうにしているところです。 

【教育長】  ごめんなさい、来年度の予算についてはまだ審議前ですので、それを踏ま

えて、あくまでも考え方としてここに書いただけになっています。 

【吉村教育長職務代理者】  分かりました。今お話しのように予算的なものについては、

なかなか言えないところであると思うんですけれども、もうそろそろ、今描いている品川

区はどういう方向に持っていきたいかというのについては、ある程度はっきりさせていっ

たほうがいいんじゃないのかなと。予算が伴うので、それが実現できるかどうかという問

題はあると思うんですけど、どういう方向に行こうとしているのかという、この４つの事

業を拡充していくというのが多分、答えなのかもしれないんですけれども、そのことが前々

から気になっていました。 

 あと、先ほど申し上げたように、日体大の先生がおっしゃっているこのビジョンという

辺り、この辺をどうするか。せっかくこれを取り上げてやっていただいているので、この

辺を踏まえた来年度の改善をしていくといいんじゃないかなと思いました。 

 以上です。 

【教育長】  ほかにございますか。 

 稲垣委員。 

【稲垣委員】  ありがとうございます。すごくいい取組なので、ぜひ広げていっていた

だければなとは思います。ただ、地域部活動に関しては、どうしても発表とか、試合に出

るのはなかなか難しいという現状が多分あると思うので、その辺をもう少し、多分国とか

も関わってくるとは思うんですけれども、学校単位で出場する大会が多いと思うので、そ

の辺りも調整しながら増やしていっていただければなと思います。 

 ただ、それこそダンスとか、ラグビーとかだと、中学校ではなかなか持てない部活だと

思うので、ダンスも、ＳＥＧＡ ＳＡＭＭＹの方に来ていただいたりとかして、憧れの指導

者に学べるという感じで、すごくいい刺激にはなっていて、とてもいい取組だとは思うん

です。しかし、やっぱり移動の負担がどうしてもあって、毎週土曜日、どこそこに集合と

なると、品川区は端から端までまあまあ広いので、その辺の移動のことを考えると、これ

を中心にしていって、学校の部活がなくなっていったら、ちょっと大変かなという気はし

ます。 

 なので、学校の部活動は先ほど品川スタイルとおっしゃっていたんですけれども、学校

の中でやる部活動に協力していただく方を探すというのは、ぜひ大事にして進めていただ

ければなと思います。 

 以上です。 
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【教育長】  ほかにございますか。 

 濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございます。この部活動のところ、本当に最大のコアの１つ

だなと思っているので、自分自身も非常に大事にしたいところであります。質問なんです

けれども、教員の部活動に携わるというか、教えるという時間がどれだけ削減されたかと

いうのが、学校ごととか、先生ごととか、把握されたりしていますか。 

【教育長】  指導課長。 

【指導課長】  部活動の指導だけを取り出して、どれぐらい短くなったかというような

評価はしておりません。それから、１校の中で部活動にすごく深く携わっている教員と、

そうでない教員、全く携わっていないという教員がいるので、なかなか測りにくいという

ものがありますけれども。 

 学校全体、品川区１校１校の時間外在校時間というものは月ごとにとっております。そ

の平均値は、この部活動の地域移行だけが原因ではないと思いますけれども、国の目標を

下回る時間外在校時間ということで、一定、成果を果たしているのではないかというふう

に評価をしております。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございます。意見はまた後で言いますが、もう一個質問です。

これもまた出てくると思うんですけれども、決してどちらがいい、悪いではなくて、指導

の質とか、安全性はどうなのという話は出てくると思うんです。その辺り、アンケートや

実際の現場での声、それは子どもたちや、保護者や、学校の先生方もあれば、地域の指導

者の声もあると思うんですけれども、その辺り、指導の質、安全性の評価はいかがですか。 

【教育長】  指導課長。 

【指導課長】  委託している委託先でかなり厳しい研修ですとか、採用条件みたいなも

のをつけておりますので、非常に指導の質、安全性、それから人権への配慮、こういった

ものがあるというふうに評価しております。こちらも委託業者と頻繁に打合せをしており

まして、そういったことを確実に履行していただくようにしていただいています。 

 この指導者はどうなのかといったような声、年間に１件から２件程度はありますけれど

も、そういった指導の質が落ちたとか、どんな指導者かなかなか分からなくて、不安だと

いうような声は届いておりません。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございます。 

 ３番目の質問。さっき品川スタイルという言葉が出てきて、それぞれの思いがあったり

とか、いろいろな考えがありますから、何が正解かは置いておいて、それをしっかり旗を

掲げて突き進んでいくというのが私は大事だと思っていて、でも、１つのキーワードで地

域、これは絶対出てくると思いますと。品川区は地域を大事にしていると思いますし、明

確にそれを言っていますので、地域を大事にしているということになると、外部の業務委

託というか、委託もあれば、地域としっかり連携してやっていくということ、これは絶対

なんだというふうに思います。これは避けて通れないと。何で地域じゃないところに、お

まえ、頼んでいるんだみたいな。だけれども、地域に人がいないんですよ、本当にいねえ

のか、みたいな話、なんとなくされると思うんですけど。 
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 この中で、別に指導課だけじゃなくて、教育委員会が区長部局とかと連携しないといけ

ないと思うんですけれども、その辺りの連携ってうまくいていっているものなんでしょう

か。あるいは教育委員会単体で、その地域の方々に行けるものなのか。それは、例えば総

合教育会議とかでしっかり連携をしていこうということをしていかないといけないのか、

その辺りの難しさとかって何かありますか。 

【教育長】  指導課長。 

【指導課長】  やはり、最終的には、他区市が行っているところはありますけれども、

完全に部活動を学校から切り離してしまうというような自治体も、現在あるわけですけれ

ども。やはり、部活動をやりたいと考えている先生も生き残っていけるような形にしたい

と思っています。地域というところに部活動を預けていく上で一番問題となるのが、学校

教員が顧問を務めるのと同質の指導ですとか、子どもたちへの配慮、こういったものがで

きるかどうかというところが１つ。 

 それから、地域で活動するとなれば、当然、参加費用などが、家庭ごとに発生してくる

というところも課題になってくると思います。今現在、関係部課と打合せなどを行って、

学校の部活動指導の代替となるような受皿があるのかどうかというところは探っているわ

けですけれども、今後、文科省が示すような地域移行を目指していく上では、区長部局と

さらに連携を深めていかなければならないだろうと思っています。 

 また、国のほうの方針では、これからそういった、例えばスポーツ団体一つ一つ、部活

動指導の代替として可能と認定した場合は、そこに補助金を出していくというようなシス

テムも考えているようですけれども、じゃあ、その認定活動は誰が行うのかとか、まだま

だ乗り越えなければいけない壁はあると思っています。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございました。指導者認証や認定のところは、これまた避け

て通れないところだと思います。これ、もちろん分からないまま言うのも責任感がなくと

思われるかもしれませんけれども、恐らくそう思われている方向に行かざるを得ない状況

に、首都圏は一番最後だとしても、でも、ある意味、地域にも人がいるからこそ、その挑

戦をしていくことだというふうに思います。ただ、それは置いておいてとか、それはそれ

でと。 

 最後、ごめんなさい、これ、今回長く言いましたけれども、提案で教員の部活動の時間

がどれだけ削減されたかは、この事業の実績のところに入れておくべきだと思います。理

由は、事業目的のところにぶらぶらと書かれていて、学校の働き方改革による学校教育の

質の向上を図ると書いておられますから、これ、時間、もちろん減ったというか、今まで

ボランティアで働いてくれていた教員の先生方――もちろん、やりたい人もいましたけれ

ども、それで、ここでは数千万とあえてぼやかしていますけれども、これだけ上がる。 

 それは、お金を払って、外部の人にやってくださいということなので、じゃあ、言い方

はあれですけれども、その代わり、例えば休日は一旦置いておいて、平日でも４時から６

時の時間は、学校の授業のために、質の向上のために使えたんだよねと。もちろん、基本

的な人権もありますけれども、使えたんだよねということを、この実績に私は載せていた

だいていいんじゃないかなと思います。 

 特に指導課なんかはどういった質が上がったか、総合教育センターと共に追いかけてい
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って、追いかけても、上がっていなかったら、もちろん働き改革なんだけれども、質が上

がってねえじゃねえかという議論になるので。ただ、事業目的に質の向上と書いています

から。なので、そこは私はお金をかけて、これは思い切ってやっていることだと思います

から、私が言うまでもないですけれども、勇気を持ってとか、誇りを持って、そこはしっ

かり書いてほしいと思います。 

 なので、その数値もちゃんととってやるというのが、先ほど答えてはいただきましたけ

れども、それに特化してやるというぐらいでも、これにお金をかけていますから、いいん

じゃないかなと思いました。 

 以上です。 

【教育長】  ほかにはございますか。 

 では、続いて、５番、発達障害教育支援員の配置について、御質問、御意見をお願いい

たします。 

 稲垣委員。 

【稲垣委員】  ありがとうございます。質問なんですけれども、この対象になる、知的

障害がなく、発達障害等のある児童さんは、各校、各学年に何人ぐらいいらっしゃる現状

か、もし分かれば。多分学校によって違うと思いますので、大体でいいので、分かれば教

えていただければなと。 

【教育長】  特別支援教育担当課長。 

【特別支援教育担当課長】  特別支援教室といったところでの児童数で考えますと、大

体全校で６００名弱です。割合的には、全児童の３％ほどのお子さんといったところにな

ります。なので、学校によって人数の違いはあるでしょうけれども、３５人学級ですと、

およそ１人、２人とか、そういうレベル感であるかと思います。 

【稲垣委員】  ありがとうございます。 

【教育長】  ほかには。 

【稲垣委員】  ありがとうございます。そうなると、この今、各校１名、１５クラス以

上、２名という状態は足りているのでしょうかというところを、教えていただければ。 

【教育長】  特別支援教育担当課長。 

【特別支援教育担当課長】  学校によっては、もう少し支援員を増やしてほしいという

意見の学校もございます。ただ、中には、校長の裁量で、その日の支援に入るお子さんを

代えることができるといったところがあります。時間割でうまく運営しているところもあ

るんですが、先ほど委員がおっしゃったとおり、少し足りないので増やしてほしいという

意見はあるのは事実でございます。 

【教育長】  稲垣委員。 

【稲垣委員】  ありがとうございます。そうですね、各校に１人だと、多分１年生のと

ころに行っちゃったら、６年生は誰も見ていないみたいな状態に多分なってしまうと思う

ので、できれば、最終的には最低でも各学年に１人ぐらいを配置できるような形で増やし

ていただければなと思います。 

 また、この対象になっているお子さん以外にも、グレーで診断はついていないし、保護

者の方はそう把握していらっしゃらないけれども、サポートがあると、クラス運営がうま

くいくよみたいなお子さんが、多分結構いっぱいいらっしゃると思うので、その辺りも、
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その支援員の方がプロの視点で見て、担任をサポートできるような方向になったらいいな

と思うので、ぜひ今後、増やしていっていただく方向で頑張っていただきたいなと思いま

す。 

 以上です。 

【教育長】  ほかにはございますか。 

 吉原委員。 

【吉原委員】  質問でよろしいですか。継続性のところで、都のガイドラインにより特

別支援教室での指導期間が原則１年となっているのを知らなかったんですが、１年間、特

別支援教室にいた子は普通級に戻すということになっているんでしょうか。その辺、教え

てください。 

【教育長】  特別支援教育担当課長。 

【特別支援教育担当課長】  基本的には、その子の状況等を見まして、退室か、あとは

継続という形で、まだ支援教室での指導が必要ということで、継続利用ということもでき

ます。そういったお子さんの状況に合わせて、丁寧に必要性というのを判断しているとこ

ろでございます。 

【吉原委員】  その場合は、特別支援教室にいたお子さんの情報を普通級に持ち帰って、

支援員の方と情報を共有して、またつなげて見ていくという、そういうような形ができて

いるんでしょうか。さっき稲垣委員がおっしゃったように、１名ではとても立ち行かない

ような気がしまして。今実際に、本当に１名しかいないような状況で、運営がうまくなさ

れているんでしょうか。 

 受診にいらっしゃるお子さんたちのお母さんから聞く印象としては、もっとたくさんい

らっしゃるんじゃないかと思っていました、実際には。その辺も教えてください。 

【教育長】  特別支援教育担当課長。 

【特別支援教育担当課長】  委員おっしゃるとおり、発達障害教育支援員１人では、な

かなか全てを賄うことというのは、もしかしたら難しい部分があるかもしれません。実際

には、支援教室のほうについては、支援教室の教員がいたりですとか、あとは実際に特別

支援教育に関わる存在として、巡回相談員といった職員もいたり、基本的には退室に当た

っては、巡回相談員等は直接、児童さんと関わるというところはありません。 

 基本的には担任へきちんと、今の状況の共有ですとか、あとは発達障害教育支援員とい

うのが、担任との情報共有というところでも非常によく機能しているところもありますの

で、支援員以外でも、通常学級に戻ったときに、きちんと支援教室の様子とか、そういっ

たものを引継ぎができるような体制というのは、今のところでも整えているところではご

ざいます。 

【教育長】  発達障害教育支援員のほかにも、障害児童生徒に関わる支援を行っている

職員というか、教員というのはいるんでしょうか。その辺、説明を願いします。 

 特別支援教育担当課長。 

【特別支援教育担当課長】  失礼いたしました。実際には、支援員といったときに、発

達障害教育支援員以外に、学校生活支援員ですとか、あとは特別支援学級の支援員ですと

か、そういった様々な支援員というのが実際にはおるような状態になっております。 

 発達障害教育支援員のみが、支援が必要な子の通常学級に橋渡しをするというだけでは
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なくて、様々な支援員がそれぞれの立場で支援をしているという現状があるというところ

でございます。 

【教育長】  吉原委員。 

【吉原委員】  そうすると、この事業費の増額は、そういったマンパワー的なものに主

に使われていくというような内容なんでしょうか。 

【教育長】  では、今までの経緯も含めて説明してください。 

 特別支援教育担当課長。 

【特別支援教育担当課長】  実は、この発達障害教育支援員を導入するときというのが、

令和４年度から導入したような形になっています。最初はモデル実施という形で、なおか

つ、会計年度任用職員と言われる、そういった、ある意味で年度単位の区の職員を採用し

て支援を行っているところになります。それが、年度を重ねるに当たって、令和５年度か

らは、今度は人材派遣、いわゆる派遣会社に支援員を配置してもらうというふうに、少し

切替えになりました。６年度からは完全に人材派遣会社を通じて、支援員を配置してもら

うというふうになっております。 

 実際に予算規模としましても、この４年度、５年度、６年度という形でどんどんと増え

ております。理由としては、先ほど申し上げたとおり、当初はモデル実施だったというこ

とで、配置する学校も限られていたところになりますけれども、令和６年度からは、全小

学校、義務教育学校前期課程、全校に配置しているところもあります。 

 そういった意味で、配置する学校が増えたということで、予算規模も大きくなった。な

おかつ、今年度、７年度からは、１５学級以上の学校には２名を配置するという形で、事

業規模を少し大きくしたので、そういう意味で少し予算のほうが大きくなっているところ

でございます。 

 以上でございます。 

【教育長】  よろしいでしょうか。濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございます。とても大事な取組なので、引き続き頑張ってほ

しいんですけれども。この資料を見ていて、教えていただきたいんですけれども、学校ご

との配置の根拠、まずは１名からだと。これ、ごめんなさい、間違ったら後で訂正します

が、１５学級以上においては２名の配置ですね。これ、その根拠って児童数やクラス数だ

けなんでしょうか、教えてください。 

【教育長】  特別支援教育担当課長。 

【特別支援教育担当課長】  学校によっても、当然、児童数というのは異なるところが

ございます。当初は、一律に１名配置といったところでやらせていただいているところな

んですが、大規模校と言われる１５学級以上の大きな学校については、１名では足りない

ということもあったので、ひとまずは２名といったところでやらせていただいているとこ

ろでございます。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございます。これって、我々教育委員の中でも、皆さんとの

これまでの定例の中でも論議させてもらったように、できるだけたくさん配置しましょう

よ、してくれよという話が現場からも、この我々の委員の中でもあると思うんですよね。 

 ただし、また言い方はあれですけれども、わなが……。予算、どうしても、いろいろな
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経営者、分配がある中でどうやるのとなると、これはポイントとなるのは、何で今の質問

をしたかというのは、配置の最適化の問題になるんですよね。なので、これは意見と提案

なんですけれども、まず各校にとはいえ、お二人が言われたとおり、１人じゃ足りないん

だけれども、配置の最適化をしないと、うちはめちゃめちゃ今年は大変なんだ、何人いて、

１人じゃ足りないんだというところには、柔軟に。５人必要かもしれませんし、ここは１

人かもしれませんし、それをしっかり考えてやらないと、そういうことじゃないとは信じ

るものの、いわゆる今回、予算的には微増どころか、しっかり増額、増額とやっているん

ですけれども。 

 これ、増額もポイントなんですが、絶対に配置の最適化の問題が起こると思います。私

も何校か行かせてもらうと、教育委員の中でも少し懇談でさせてもらったのが、ここって、

本当にその声ってどうなのみたいな。１人で足りるの、いや、５人必要なの、３人なのと

いう話に絶対なると思いますから、配置の最適化については来年度、しっかり考えていた

だきたいなという意見、提案。 

 それと、この資料上は、何で私がそれを言ったかといったら、これは民間の視点からい

うと、事業の実績で、令和４年度、モデル実施、５年度、１０校で実施。どこどこで実施、

令和７年度実施って書いているじゃないですか。なんですが、これって事業の目的という

と、知的障害がなく、発達障害とぶらぶらと書かれていて、通常の学級によって必要な支

援を行うということですから、本当に必要な支援とは何なのというところが最大のポイン

トだと思っています。 

 そうなると、めちゃめちゃ頑張っておられると思うんですよ。１人送って、お金をいろ

いろ頑張って、１５名のところには２人送ってなんですけれども、本当にそれが現場の必

要な支援になっているのかというところは、いま一度考えていただきたい。ただ、それが

できるんだったら、またさっきの品川スタイル、品川モデルになって、一律じゃありませ

んと。だから、増額も少し減らせたかもしれないし、いや、さらにここは増額しないと、

現場の声を聞いたら、こうだったんです、かもしれませんから、一律に増やすというより

も、そこはしっかり考えてほしいなと思います。 

 この資料の書き方も含めて、せっかくやっておられるんだったら、単に送ったじゃなく

て、だからどうなったのというのを書かれると、しっかり区民にも認知されんじゃないか

なと思いました。ありがとうございます。 

 以上です。 

【教育長】  特別支援教育担当課長。 

【特別支援教育担当課長】  委員のおっしゃるとおり、その配置の最適化といったとこ

ろは非常に大切な視点だと思っております。そのためには、学校のほうに本当にどれだけ

支援が必要な子がいるのかというところを、きちんとニーズを把握していくといったとこ

ろになります。その時々に応じて、配置の人数を、今年度は多いから５名配置してほしい

とか、そういった声もあるのかもしれません。 

 ただ、そこについては、年度で臨機応変に配置人数を変えるというのは、現状ではなか

なか難しいところもあって、でも、そこは検討していきたいと思っています。ただ、委員

のおっしゃるとおり、視点として一律にどんどん増やしていくという考え方じゃなくて、

きちんと学校現場のほうで、どれだけのニーズがあるかというところはきちんと捉えてい



 -25- 

きたいと思います。 

 また、あとは実績のところについては、具体的に区民への説明責任といったところでは、

この結果どうなったかというところをもう少し工夫をして書くようにしていきたいと考え

てございます。 

 以上でございます。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  ごめんなさい、短めに。私、この資料を見ていて、これまた次々回に話

していただくと思うんですけれども、一番下の、Ａで私はいいと思うものの、この後また

書きぶりですよ。あくまでも案だと思うんですけれども、学校との意見交換などを通じて、

支援員の配置による成果、効果、課題を把握していくと。一応は、レコーディングでちょ

っと分からない、皆さんの声として一旦は書かれているので、それだとすると、これ、も

しかして、ごめんなさい、私、昨年度のものを忘れちゃったのであれですけれども、これ、

昨年度も書いていませんかと。 

 あるいは一昨年度もこれ、言っていませんかということになると、成果って何でしたっ

け、今回それを示してくれていますか、効果って何でしたっけ、今回、示してくれていま

すか、課題って同じことを書いていませんかと。これだと、検討、検討、検討の繰り返し

で、これって言うタイミングって、私たちソーシャルスクールカウンセラーとか、ＳＳＷ

を増やしてくれ、増やしてくれとずっと言っていたので、そうなんだけれども、ここにせ

っかく書いているんだったら、成果、効果、課題をしっかり把握、認識するということが

ないと、公金を使っている以上はそれを求められますから。 

 そこは、せっかくいいことをやっているんだからというところを、しかも、こうやって

皆さんの意思として書いているんだから、これはしっかり、ごめんなさい、同じことを言

っていますけれども、とはいえ、ここに書いてあるということは、それをやっていくとい

う責任があるのではないかなと思いました。 

 ごめんなさい、以上です。 

【教育長】  ほかにはよろしいですか。 

 では、次に６、「広報しながわ」教育特集号について、御質問、御意見、お願いいたしま

す。これは、ごめんなさい、「広報しながわ」教育特集号という事業名にはなっていますが、

広く教育行政の周知という視点で御意見をいただいてよろしいですね。 

 そこをよろしくお願いいたします。 

 濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございます。一旦、「広報しながわ」の紙のところについて質

問させてください。どれだけ読まれているかとか、読んだ人たちからのリアクション、声、

反応、質問というのはあったりしますでしょうか。あるとしたら、何件程度でしょうか、

教えてください。 

【教育長】  庶務課長。 

【庶務課長】  具体的に「広報しながわ」教育特集号を拝見した上で問合せをしている

というような前置きの下に御連絡いただくというケースはまれというふうに理解しており

ますけれども、捉え方の指標の１つとしまして、これは教育特集号に限らず、「広報しなが

わ」という区の広報紙、紙での広報媒体というふうに捉えた場合ですけれども、令和６年
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度の最新の品川区世論調査で、区民の方々が区に関する情報をどのように得ていますかと

いうような質問に対して、半分以上、５８.６％の方々が区のお知らせ、「広報しながわ」

から情報を得ているというような結果となりました。 

 続いて、３２.２％が区のホームページ、そして１８.２％が公式のＳＮＳ等というとこ

ろで、いろいろな情報媒体の発信だったり、キャッチする手段が移り変わっていく中にお

いても、この広報、紙での情報のキャッチ、入手というところが、区民の方々にとってみ

ますと、半数以上を超えているという結果が出ておりますので、一定程度、しっかりと区

の行政情報、これは教育特集号ということも同じですけれども、行き届いているものとい

うふうに捉えております。 

 以上です。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  どうもありがとうございました。教育版でも、「広報しながわ」でも、そ

うやって届いているであろう、そして、声も何かの参考になっているんだろうということ

が分かりました。ありがとうございます。 

 「広報しながわ」教育特集号をつくるに当たって、プロの方というか、いわゆる業者の

方とかに入っていただいていますか。 

【教育長】  庶務課長。 

【庶務課長】  基本的に「広報しながわ」の作成プロセスといいますか、手順につきま

しては、所管ごとに、特集号というのは、教育に限らず、人権特集号であったり、税金の

特集号であったり、子育て特集号であったりというところに特化した御案内を区民の方に

差し上げているものです。 

 各所管で発信をする情報をまとめて、これは広報の所管のほうに提出をして、そこで、

いわゆる構成であったり、紙面のまとめであったりというところを、１課で一手に担って

進めておりますので、我々の具体的な実務としては、情報素材を提出しているというとこ

ろになります。 

 以上です。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  どうもありがとうございました。分かりました。民間でもそうだよなあ

ということを思いながら、広報がいて、事業部の担当者たちが、こういう情報をやるから、

広報の責任者たちがちゃんとやってくれよと。広報責任者がしっかり、社長と一緒に事業

部長とやりながらということだと思うんです。 

 そのときに、これ教育長からも、「広報しながわ」って紙だけじゃないということを、私

は認識しているので、次、紙じゃないところ、むしろ、これからはそっちのほうが重要に

なってくるので、その質問、意見、コメントをさせてください。 

 となると、一応、令和６年度の事業決済額のこれは実績ですか。ごめんなさい、分から

ないんですけれども。一旦２００万円程度だとしても、とはいえ僅かなのかというところ

なんですが、メールとかじゃなくて、いわゆるデジタル、ＳＮＳについては、まず、どの

ような取り上げ方、進め方、発信の仕方でやられていますか、教えてください。 

【教育長】  庶務課長。 

【庶務課長】  いろいろ、広報紙面によらず、区の公式のツイッターであったり、区の
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公式のＳＮＳと手段を用いて、例えば家庭教育講演会の実施であったり、ほかの様々なこ

とであったり、アナウンスというのは、これは子どものほうのセクションとも連携しなが

ら、あらゆる方法を用いて発信をしているところでございます。 

 加えまして、今年度、昨年の９月１日から教育委員会の公式ＳＮＳを運用しておりまし

て、この部分につきましては、段階的にというところで進めております。現時点で、主に

対象として見ておりますのが、教職員並びに教員志望者というところに主眼を置きまして

進めているところでございます。 

 これは、こうした方法を教育委員会独自として運用しておりますので、将来的に教育委

員会としての広報の発信の在り方であったり、何よりもそういうことをまず立ち上げてい

るということを、皆さんに知っていただくということも必要かというふうに考えておりま

すので、この辺りはまさに今月の２３日、義務教育学校のシンポジウムというところが予

定されております。ここは様々な教育関係者がお越しいただけるというところでございま

すので、こういった貴重な機会を逸することなく、いろいろな方々に知っていただく、見

ていただけるというようなことを努めながら、充実したものになっていくように努めてま

いりたいと考えております。 

 以上です。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  どうもありがとうございました。ＳＮＳのところでいうと、紙のところ

は特に担当部署がいて、しっかりそこと連携していると。ただし、教育に特化したＳＮＳ、

ｆａｃｅｂｏｏｋでも、Ｉｎｓｔａｇｒａｍでも、それを専門家の声を、もちろんお金が

かかるからということでやると言っても、素人がやってもなかなか難しいところは全員が

百も承知だと思っていますと。 

 それを、別に単なる日記的に、こんなことを楽しみましたというだけじゃなくて、目的

はここにまさにこの事業の評価のところに書かれているとおり、全ての教職員や教員志望

者に情報を配信し、教育についてＰＲすることで、教育環境のさらなる向上――これは採

用のこともあれば、カルチャー変革もあれば、働き方改革もあれば、いろいろなところが

関係してくるんです、発信というところ。 

 私は、この２年弱関わらせてもらっていますけれども、発信というところは、非常に残

念ながら少し弱いと言わざるを得ないというふうに思っています。人の支援はすごくされ

ているし、区長のウエルビーイングとか、無償化の発信も私はいいと思うんですけれども、

教育の発信のところは、「広報しながわ」という紙がどうかとか、額がどうかというところ

じゃなくて、本気でいわゆるデジタルというか、ＳＮＳのところをやっていくということ

にしないと、結果的に繰り返しになりますが、これ採用の過程でも、懇談のときだったか

は忘れましたけれども、教職員や教員の働き方改革、採用、定着、そのほかに多大な影響

を及ぼします。 

 ですので、そこは繰り返しになりますけれども、教育長が言われたように、今回「広報

しながわ」という紙とか、教育特集号だけじゃなくて、本当にそこは、トップ自らチーム

一丸となってやっていくということを、専門家を含めて、お金をかけてやっていかないと

いけないんじゃないかなと。これは前も言いましたけれども、また改めていい機会なので、

意見提案として申し上げたいと思います。 
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 以上です。 

【教育長】  ほかにはありますか。 

 では、次に７番、給食運営について、御質問、御意見、お願いいたします。 

 濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございます。すみません、初歩的なところで教えてください。

これって、今回の無償化事業だけではなくて、全体の給食運営のことをおっしゃっている

という理解でよろしいでしょうか。そうならば、給食の無償化事業についての学年を別で

教えていただけますか。すみません。 

【教育長】  学務課長。 

【学務課長】  給食運営費全体、ここの事業費自体は３３億という形で書いております。

これにつきましては、例えば調理代行の委託ですとか、栄養士業務委託、各種リサイクル

委託とか、そういったことも含めた金額となっております。無償化事業そのものはどうい

う形で、細かい数字は現段階で押さえてはいないんですけれども、大体１７億程度がいわ

ゆる給食費として使われているというのが現状でございます。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございます。無償化のことも改めて聞きたいんですけれども、

もう一回そっちのほうに戻って。食材の高騰がどんどんしていくであろうという中で、こ

れから公費として、どうしても使っていくものがどこまでの中で制限というか、それも見

越して無尽蔵にどんどん増えていく可能性があると思うんですけれども、これは分からな

いですが、その辺り、どうお考えになりますか。 

【教育長】  学務課長。 

【学務課長】  食材の高騰は非常に現場にとっても悩ましいことであると考えておりま

す。実際には、今の段階でも、物価の高騰というのは待ったなしの状況で、区としても、

例えば令和７年度でいうと、当初予算分プラス、１１月にも価格の引上げというふうな形

で、公費負担の額を増やしてはいます。一方、物価高騰がいつまで続くかについては予想

が困難であると考えております。。 

 や物価高騰が続けば、当然に公費負担の額も増えていきますし、悩ましいと思っている

部分はあります。これがどれくらいまで続くかについては、今の段階ではなかなか読めな

い部分もあるんですけれども、ただ１つ言えることは、物価高騰に合わせて、予算的にも

きちんと措置をしていくというふうなことは必要であるということです。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございました。分からない部分を聞いてしまって、失礼しま

した。 

 もう一つが、これ給食無償化のところで、また、これもよくある声だと思うんですけれ

ども、質も大事だよねと。でも、量が減ったように思うと、食材が高騰化していって、人

件費も高騰化。でも、もちろん、頑張っている給食調理員さん等にお金を払うのはそうだ

よなと思いながら、量が減ったように思うと。質も大事だけれども、量も大事だと。これ

に対する意見というか、お答えをお願いします。 

【教育長】  学務課長。 

【学務課長】   日々様々な声を伺っておりますが、給食に対する御意見というのは非
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常に主観的な要素が強いと考えています。例えば無償化したから、質が落ちたという意見

がございますが、無償化をしても、しなくても、これまで給食にかかる費用というものは、

その負担が保護者であるか公費であるかの差だけですので、給食費の１食あたりの単価と

いう制約はもともと存在しているため、質には影響していないと考えております。現場の

栄養士や調理委員は、限られた予算の中で最大限工夫してきたこともこれまでもそうです

し、これからもそうです。 

 従って、公費負担になったら質が下がったという場合、公費負担によって給食費の単価

が下がった場合ならば理解できるのですが、品川ではそのようになっていないため、私と

しては戸惑いを覚えたたことも事実です。公費負担であったとしても、私費負担であった

としても、当然子どもたちに給食を喜んでいただくために、そして、あとは給食を通じて

食育をしっかりやっていく、これはすごく大事なことなのではないかなというふうに考え

ています。 

【教育長】  ほかにはございませんか。 

 稲垣委員。 

【稲垣委員】  ありがとうございます。給食の無償化自体は、すごく保護者にとっても

ありがたいことで、給食費の徴収もいろいろ皆さん苦労されていたと思うので、そういう

意味でもすごくいい方向ではあるなとは思っております。 

 残菜がすごく出ているなという資料を頂いています。残菜のすごく多くならないような

指導もそうですけれども、子どもたちが食べやすいような工夫とかも、既にしてくださっ

ているとは分かっているんですけれども、みんなでちゃんと、クラスによっては、今日は

全部１つも残しなしにしようねみたいな感じで、イベント的に頑張ったりとかしているみ

たいなので。 

 そういう形で、子どもたちが１人の子が食べられなくても、ほかの子がいっぱい食べら

れるんだったら、食べてもいいしという形で、クラスみんなで残菜をなくすような方向で

ぜひ指導していただければなというのが、１つ、データを見ていて思ったことです。 

 あと、有機と特別栽培の話が今年入ってきていて、現場は結構大変だったと思うんです。

今後も、どうしても少しずつ増やしていくという方向だったので、現場の方とはよく、本

当に調整していただいて、とにかく現場の無理のないような運用を第一に考えてやってい

ただければなと思います。 

 また、有機野菜を入れるということ自体は、有機を推進するという品川区の方針として

大事なことだとは思うんですけれども、学校給食で導入することが有機を推進することに

なるのかなというのは、前のところでも言った気がするんですけれども。それは、毎回ち

ゃんと振り返って、これで本当に指導方法として、給食に導入することが、有機を子ども

たちに大切なものとして教育するために一番いいのかなというのは、継続して検討してい

っていただきたいなと思います。 

 なので、多分子どもたちにとっては、イベントとして、今日は有機野菜の給食だよみた

いな感じでやったほうが、印象には残るんじゃないかなという気もすることもあります。

どうしても、先ほどの量の減とかいうところも、有機野菜にすることで価格が上がってし

まって、そのほかのところにしわ寄せが来るということは、どうしても来てしまうとは事

実として思います。 
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 ですので、子どものほうとか、保護者のほうとしては、その分の価格をそこに入れるん

だったら量を増やしてほしいとか、お肉を増やしてほしいとかいう声もどうしてもあるの

で、子どもたちとか、現場の調理師さんたちの声を大切にして、今後の方針を、有機にす

るから絶対有機という方向ではなくて、振り返りながら考えていただければなと思います。 

 以上です。 

【教育長】  学務課長。 

【学務課長】  残菜につきましては、調理委託をしている事業者から毎月報告を受けて

おり、私も目を通しております。各メニューにおいて、大体何％ぐらい残菜が出たかとい

った表がございます。残菜率が高いものに関しては、学務課の栄養士がチェックしており、

メニューを工夫する必要性などを検討するといったこともあります。残菜を減らすため学

校での取組に加えて、教育委員会としてもきちんと取り組んでいるというふうなのが現状

としてございます。 

 あとは、もちろん先ほどの有機野菜のことに関しましては、有機野菜を入れることがあ

りきとならないような形で、引き続き丁寧に進めていきたいというふうに考えております。 

【稲垣委員】  ありがとうございます。 

【教育長】  ほかにはございますか。 

 では、続いて８番、品川英語力向上推進プラン（１年生～６年生）について、御質問、

御意見をお願いします。 

 吉村職務代理者。 

【吉村教育長職務代理者】  この事業については、Ａということなので、成果を上げて

いるので、さらに拡大をしていくということで、下の今後の取組の方向性と、評価の理由・

今後の方針を読むんですけれども。 

 これを読む限り、６年生から７年生への接続が課題であるというふうに思います。多分

そうだと思うんです。６年生から７年生の接続が課題なので、今後やることとして、リタ

ラシー指導連携テストを全校で実施することと、後期課程におけるＡＬＴの割合を増やす

ということが書いてあるんです。この６から７年の接続を滑らかにしていくことの具体策

が、指導連携テストをやるというのは分かるけれども、じゃあ、連携テストをやってどう

することなのか。 

 つまり、要するに教育要領では、多分９年間を見通した英語になっていると思うんです

けれども、その辺の理解とか、後期課程、あるいは小学校のほうの英語指導におけるその

辺の理解とか、むしろ滑らかにするんだったら、そこが大事かなと。９年間を見通した英

語指導になっているのかどうかを、もう一回見直すことが大事かなと思うんですけれども、

その辺はどうでしょうか。 

【教育長】  指導課長。 

【指導課長】  そこが課題になっておりまして、テストをやるだけではなく、スタート

カリキュラムというのを行って、小学校３年生から６年生までの担任と一緒に授業をした

ＪＴＥ、中学校でこれから指導する教員が指導初期に打合せを行ったり、小学校の指導に

ついて伝達するというようなことも行っているところです。 

 そういったところで、小学校での指導に基づいた評価というものを行って情報共有して

いるわけなんですけれども、１年生から９年生を固まりとして品川の英語教育を見るとい
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うことについては、さらにブラッシュアップしていく必要があるかなと思っております。 

【教育長】  吉村職務代理者。 

【吉村教育長職務代理者】  分かりました。ぜひその辺の９年間を見通したことをここ

の中に入れ込んでもらえるといいのかなと、私は思います。 

 以上です。 

【教育長】  ほかにはございますか。 

 濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございます。英語、大事だと思うので、品川区でも力を入れ

ていると思いますから、しっかりやったほうがいいと思うんですけれども。 

 書き方のところなのか、事業の効果性のところで、全国の平均正答率を超えておりとい

うところがあると思うんですけれども、事業目的で、英語を１年生から学ぶことで、英語

によるコミュニケーション能力の向上を図り、国際理解に必要な主体性や積極性を養うと

いうのが目的ですということを証明するアンケートや、あるいはテストや、声や、何かそ

ういうものってありますか。 

【教育長】  指導課長。 

【指導課長】  こちらでも以前入れさせていただきました、児童生徒、保護者アンケー

トの中で、英語についてはかなり力を入れていると。それで、コミュニケーション意欲が

高まっているかとか、外国の文化に触れたいと思うかとか、外国人と実際にお話ししてみ

たいかというような意識については、検証を行ってまいりました。 

 来年度は、少し子どもたちのウエルビーイングに寄った調査をする予定でございますの

で、そういったコミュニケーションへの意欲みたいなところについては、どういったとこ

ろで測るのかということは考えてございます。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  既に、いわゆるここでの効果性のところの学力定着度調査の結果だけで

はなくて、いろいろなアンケートをとられているのであれば、この基本評価の項目の効果

性で挙げるのか。私は事業実績のところに挙げてもいいと思うんですけれども、民間の実

績という意味と、皆さんの今回の事務事業評価の実績という意味合いが違うんだったら、

どちらで挙げても結構ですが、それはしっかり、皆さんが持っているものを全部出してい

ただくということがいいんじゃないかなと思うのが、１点目。 

 ２点目は、これ、今回、よかったですよ、だって、こういう事業概要をやったんですも

んとなるんですけれども、大きくは２つの評価方法があると思っています。１つは、対前

年度ベース、対前年比とかってよく言われるものと。 

 ３つあって、対前年度比、対事業計画度比。でも、事業計画という概念が基本的に教育

の中であまりないのであれば、ほかの自治体と比較したときに、例えばどこどこ区や、ど

こどこ市区町村は英語に力を入れていて、やはり英語といえばここみたいなところってあ

ると思うんです。どこと比較するかにはよると思うんですけれども、一応ここって、全国

の平均正答率を超えており、十分な成果を上げているということならば、他市区町村と比

べてかなり上位だと、トップテンに入ったとか。 

 言い方は置いておいてですけれども、どの指標に基づいてやるかですけれども、という

ものをしっかり持った上で、この評価に入れていただくと、ああ、やっぱり事業概要、す
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ごいよねと。ああ、今回、令和５年度から６年度、増やして、さらに上がったんだ。他市

区町村と比べても、品川は力を入れているんだというのが分かるから、書きぶりの問題だ

と思うんですけれども、そこはぜひやってほしいなという意見、コメントです。 

【教育長】  ほかにありますか。 

 では、９番、品川区研究学校について、御質問、御意見、お願いいたします。 

 濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございます。すごく本質じゃないところかもしれませんが、

質問させてください。指導課じゃなくて、総合教育支援センターが担当課なのはなぜでし

ょうか。ごめんなさい、率直に気になって。研究はもちろん、指導課だけじゃなくて、支

援センターもあるし、どこどこもあるしだと思うんですけれども、ごめんなさい、経緯を

一応知っておきたいなと。 

【教育長】  教育総合支援センター長。 

【教育総合支援センター長】  指導課からセンターが切り離されたのが、平成２７年と

のことです。そのときに、事業を整理していく中で、教育課程に関わる部分を教育総合支

援センターのほうが所管する形になりました。学力のことですとか、そういったところが

引き続きまとまりでセンターのほうに行きましたので、それと合わせた形で、この研究学

校についても、センターが所管するようになったというふうに捉えております。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  どうもありがとうございました。なるほど、分割というか、切り離され

たときということで、よく分かりました。ありがとうございます。 

 質問なんですけれども、今回Ｃということで、改善が必要だと思うんですけれども、書

かれている部分、細かく書かれているので、あえて議事録に残るために聞きたいと思うん

ですけれども。研究学校とか、研究発表の制度とか、やり方って大事だなと。いろいろな

やり方があるから、Ｃを仮につけられていると思うんですけれども。これ、何で構造上こ

うなっていくかって、その真因みたいなところ。 

 学校から手が挙がらないんだとか、こうなんだって理由があると思うんですけど、真因、

ボトルネックのようなものって、センター長とかはどう考えておられますか。 

【教育長】  教育総合支援センター長。 

【教育総合支援センター長】  学校運営をしていく中で、研究というのは、学校運営上、

１つ大きな柱になるというふうに捉えております。研究学校に手を挙げずとも、校内研究

はそれぞれの学校で進めている現状がある中で、あえて手を挙げて発表の場に持っていく、

２年間という長期にわたって。そこは、学校としても、校内所属の教職員のコンセンサス

をとっていったりとか、かなりハードルが結構高いというふうにも捉えております。 

 一方で、研究を進めていく上で、予算がある程度つきますから、講師の先生を呼んで、

子どもたちのために充実した研究をしたいという意欲のある学校というのも中にはあって、

そういった学校が手を挙げてくるんですけれども、４６校ある中で、例年手が挙がるのが

２校、３校、年によっては１校しかないとかいうこともありました。 

 今後、教員の働き方改革ですとか、校内研究の進め方というところで、子どもたちのた

めにより効果が出るような在り方というのを検討していかなければならないだろうという

ことで、今回Ｃということで考えております。なので、ボトルネックとしては、既にもう
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研究はやっているんですと。その中でさらに意欲的にというところで、少しこの２年とい

う期間だったりとか、研究発表をやるというような縛りのところが足かせになっている部

分もあるんだろうなというふうに考えているところです。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございます。しっかり考えてくださったことをお話しくださ

り、ありがとうございました。私的にはちょっと違うんですけれども、これは正しい、正

しくないじゃなくて、研究のインセンティブみたいなものの設計が非常に難しいんだろう

なと。もちろん、民間とも違いますから、民間のやり方を導入したところでというのはあ

るんですが、インセンティブ設計のところを短くするというのが１つだよねかもしれませ

んし、人事評価や、研修ポイント――これ、ポイント制がいいのかといつも議論になりま

す、評価制がいいのかといつも議論になりますが。 

 ２年、大変で、おまえたち、発表したんだから、いい学びになっただろうとかいうのだ

けでは、さすがに足りないよねというところはどうしてもありますから、私はインセンテ

ィブの問題は１つあると思います。 

 今回はごめんなさい、意見と提案をぜひしたいのは、インセンティブ設計は言わなくて

もお分かりだと思うんですけれども、これ、もしかしたら書いていたらすみません。ナレ

ッジマネジメントのところ、今回、伊藤学園もそうだと思うんですが、もう皆さんも分か

っているよというところを、かなりここの学校はよかったね、Ｂの学校もよかった。じゃ

あ、それって、ほかの数十校に広げるためのナレッジマネジメントが、この教育委員会事

務局は大変だと思うんですけれども、教育委員会だと思うので、ここをいかに来年度はイ

ンセンティブをつけながら、単年度や何かのやり方をやりながら、ナレッジマネジメント

の型化して、横展開して、定着させるということをしっかりやっていく。すばらしいのは

現場に落ちているんだと。 

 ただ、ごめんなさい、うまく言えなくて、外部の発表の機会がいいかというと、それっ

て、縦割りで、その学校だけにとどまってはいけないよねというところが、何よりもいろ

いろなリーダーシップのマネジメントに行かれていると思うんですけれども。というとこ

ろですから、いろいろなことに気づくんだということは、教育者自らが学ばないといけな

い、釈迦に説法ですけれども。 

 となると、ナレッジマネジメントの型化、横展開、定着というのは、いろいろなところ

での手法でも当たり前のことのように話されていますから、ここをいかにやっていけるか

というのが、研究発表会的な、研究学校的なものが、やって終わりじゃなくて、いかに広

がっていったかというのが、この品川区全体でやれるといいんじゃないかなと思いました。 

 以上です。 

【教育長】  ほかにありますか。 

 稲垣委員。 

【稲垣委員】  ちょっと伺いたいんですけれども、これまで研究発表をやられている学

校は幾つもあると思うんですけれども、その情報がどんな感じで、ほかの学校に今まで波

及したか、これがうまくいったとかいうことがあったら、教えていただきたいなと思いま

す。 

【教育長】  教育総合支援センター長。 
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【教育総合支援センター長】  ２年間の研究の最終段階で、研究発表という形、今年度

ですと伊藤学園が先日発表を行いましたが、そこに各学校から複数名、参加をしておりま

す。その中で、我々、紀要というふうに呼んでいますけれども、研究の内容であったりと

か、当日の指導案を各学校に持ち帰っております。持ち帰った中で、さらに情報共有して、

自校でできることは何だろうということを検討していただいています。 

 また、研究主任を集めた研修会を教育総合支援センターの中でも開催しております。実

際に研究を推進した先生からのコメントだったりとか、そういったものを共有しながら、

それぞれの学校での研究の充実に生かしていこうという取組を、現在行っているところで

す。 

 また、２年間かけて行った研究の成果ですので、なるべく多くの学校で取り入れて、発

表させたいという思いはありますけれども、それぞれの学校の実態や、学校の規模ですと

か、そういったものも、また校種も違ったり、様々ですので、それぞれの学校に合った方

法で、また、いいものはどんどん取り入れて、自校でも研究をしてというような形で、こ

れまでは進めてきたというところでございます。 

【教育長】  稲垣委員。 

【稲垣委員】  ありがとうございます。すごく大事なことだなと思ってお伺いしていま

した。せっかく自分たちが頑張って２年間仕上げたものを発表することって、研究という

のは区内に限らず、いろいろな学校の方に自分たちの研究がこれだけよかったから、ぜひ

みんなもやってくださいねと言って、それが広がっていくことが一種のインセンティブと

いう言い方は変ですけれども、やる気というか。 

 自分が頑張ったことで、教育がよくなったと思えることって、すごい何よりのインセン

ティブだと思うので、ぜひ区もサポートしてあげる形で、せっかくやってくれたものがど

んどん広がるように。それこそ、この間の伊藤学園とかでしたら、本当にマニュアルまで

つくってくださっていたので、あれを見れば、多分少なくとも義務教育学校ではすぐでき

るだろうみたいなレベルのマニュアルをつくってくださっているので、その広げるための

後押しというか、せっかくこの情報があったんだから、みんな頑張ってねという後押しを、

ぜひ教育委員会のほうからしてあげていただきたいなと思います。 

 以上です。 

【教育長】  次、１０番なんですけれども、今、９項目で２時間かかっています。あと

７項目ありますので、皆さん、申し訳ありませんが、そこを配慮いただいて御発言をお願

いします。 

 では、いじめ防止対策（ＨＥＡＲＴＳ）について、御意見、御質問をお願いします。 

【稲垣委員】  感想というか、意見なんですけれども、ＨＥＡＲＴＳってすごく大事な

仕組みで、直接相談しやすい。特にアイシグナルとか、まもるっちとか、子どもがすぐに

ボタン１つで相談できるところって、すごく大切だと思うので、ぜひもっと子どもたちが

気軽に相談できるように周知とか、その辺りのことを広めていただきたい。 

 それに併せて、子どもたちが何かちょっと、今日は様子がおかしいなというのをすぐに

教員が見つけられるように、それをまた専門家にも相談できるような形で、いい感じで学

校内の見守り体制を広げていっていただければなと思います。 

 以上です。 
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【教育長】  ほかには。濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございます。ＨＥＡＲＴＳのみならず、いじめのところは非

常に力を入れられていて、いいなと思います。これ、前も定例のときに言ったかと思うん

ですけれども、ＨＥＡＲＴＳも、いわゆる本社部門というか、本部になって、どうしても

ＨＥＡＲＴＳと学校の教員の距離が遠いんだよねという問題というか、現象が起きている

というふうに聞きます。それで、さらに想像もできます。 

 なので、ミニＨＥＡＲＴＳだったり、ＨＥＡＲＴＳが学校を訪問するような、単なると

いう言い方は大変失礼だと思いながら言うものの、チャットベースで聞けるよとか、何か

あったらここねとは思うものの、もう少し、いわゆる先生方とＨＥＡＲＴＳの心の距離、

学校とＨＥＡＲＴＳの心の距離や物理的距離などが埋まるような取組などを期待しており

ます。 

 以上です。 

【教育長】  ほかにはよろしいですか。 

 では、１１番、図書館ブックフェアについて、御意見、御質問をお願いいたします。 

 濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございました。２点質問させてください。ちょっと初歩的な

ところかもしれません。これ、予算、約２億円だと思うんですけれども、これはフェア単

体ではなく、図書館運営費もあるんでしょうか。 

【教育長】  品川図書館長。 

【品川図書館長】  ブックフェアについては、運営費も含まれております。 

 以上でございます。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございます。これはちょっとまた見方が、すみません、分か

っていないんですが、今回約２億円かけてフェアをして、来館増、貸出し増、新規登録増

のどれに利いたと把握されているんでしょうか、教えてください。 

【教育長】  品川図書館長。 

【品川図書館長】  こちらは、実績をお示ししておりますように、こちら、ブックフェ

アの貸出し数や、本の福袋の貸出し数などはお示ししているところでございます。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  やっぱり今の回答だけじゃ分かりにくくて、Ａと言った後に、何かこう

というものがないと、それだと資料を読んでくださいで終わりなので、少し説明の回答の

仕方には問題があると思うので、そこはぜひ考えてほしいんですけれども。これ、２億円

かけてやっているということは非常に大事です。大事なんですが、これの意義って引き続

き考えていかないといけませんねとなりますと。 

 となると、令和４年度は、例えば４,９１７冊、本の福袋は６１３、５年度で下がって、

６年度でまた上がっていますが、総貸出し数は、いわゆる令和４年度とほぼ同等というか、

同じ。令和４年度については微減だというところで、これ、その原因ってどういうふうに

把握されていますか。 

【教育長】  品川図書館長。 

【品川図書館長】  こちらに関しましては、それぞれ、例えばこのブックフェアにつき
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ましても、年度によって様々なフェアがありますので、例えばこちらにお示しはしていな

いんですけれども、利用者様からの御意見が様々あるところでございます。例えば毎月の

特集などでは、すごくいい特集をしているので、貸出しについてはつながっているという

こと。 

 また、そのほか、お勧めの図書の特集などもございまして、そのときにはこういうもの

がいいんだという御意見がございます。また、それぞれのフェアについても非常に好評を

得ておりますので、その年によって多少の高低がある状況でございます。 

 以上でございます。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  これって、仮に２億円というのは公金なので、この２億円はまずあるも

のという所与のもので考えるのではなくて、しっかり削減できるものはして、削減できな

いものはしないという当たり前のことを、当たり前のようにやるべきだと思うんです。な

ぜならば、Ｂというのは現状維持で、現状維持ということは改善をしないということでは

ないと思いながらも、Ｃではない評価をつけている。 

 ということは、現状維持ということは、現状維持って何なんですかという話にならざる

を得ないと。しかも、それが２００万ならまだしも、２億円なんですと。２億円というの

は、今までのこの発表の中で最も多い金額の、今日の１５個の中の１つですと。となると、

改善点はどういうところがあって、どういうところがないんですというのは、額の重みか

ら言っても、しかもブックフェアだと、人件費がありながらも、もちろん、学校図書館に

ついては私、また後で意見がありますけれども、これについては、いろいろ見直しや、別

に削減だけじゃなくて、いやいや、もっと伸ばさないといけないよと。 

 Ａになるかもしれないねというところって、繰り返しなりますが、これは教育長も含め

て、２億円というのを突っ込んでいる以上は、考える必要があるんじゃないですかね。 

【教育長】  この決算、予算、さっき運営費も入っているという御説明でしたけど、ブ

ックフェアの運営費だけでこれだけかかっているということですか。 

 品川図書館長。 

【品川図書館長】  こちらに関しましては、品川図書館の運営費の全体も含まれており

ますので、ブックフェアだけで２億円という形ではない状況になっております。 

【教育長】  図書館の年間を通した運営費が、品川図書館１館の運営費がこれだけだよ

ということですか。 

【品川図書館長】  地区図書館も入っております。 

【教育長】  地区図書館も含めて。そうすると、恐らく濱松委員が御指摘されたい内容

が、この予算額からだと読み切れないんじゃないかなと思いますので、もしできれば予算

額をブックフェアの予算額に変えるとか、抽出できますか。 

 品川図書館長。 

【品川図書館長】  非常にこのブックフェアに特化するのが難しい状況ではありますけ

れども、少し工夫しながら出していきたいと思います。 

【教育長】  なので、もし難しければ、それが分かるような説明を入れておいてもらう

などしたほうが、議論になるのではないかなと思います。 

【品川図書館長】  また、濱松委員のこちらのブックフェアに関しましては、春と秋に
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図書館ブックフェアを実施しております。特に春のブックフェアに関しましても、秋のブ

ックフェアに関しましても、例えば秋ですと、荏原ブックセンターを使って、多くの方が

訪れているところですので、非常にお子さんも、またファミリー連れの方もたくさん見て

いるところですので、様々な改善を含めながら、今後も生かしていきたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございます。教育長、ありがとうございました。事前の説明

がないと、どう考えても、これ２億円かかっている。ブックフェアだけで２億円かかるっ

て、どんなブックフェアやねんと思いながら聞いていました。その説明のやり取りが、今

みたいなサポートがないと分からないようでは、そこで理解が難しいものなので、しっか

りそこは５００万なのか、ブックフェアだけだと、マーケティングプロモーションとかっ

て言われるので１００万円なのか、いやいや、３０万円なのかということで、こちらのこ

の金額の重み。 

 決して２億円が高くて、３０万円が低いとは言いませんけれども、ただ額としては、そ

う取れるのは常識の範囲なのでというところがありますと。私も、毎週のように娘の本を

借りに行っていますけれども、しっかりその中で頑張っている人たちや、図書館の存在と

いうのは理解するので、今図書館長が言われたように、いろいろな別に削減だけじゃなく

て工夫を、濱松に言われなくても５個、１０個、１００個やっているんですというもので

あれば、別添でもいいし、フォントが７でもいいので、それをしっかり効果性や、効率性

や、事業概要や、別添やというところにしっかり添えて、おっしゃるならば、添えるとい

うのが誠実な姿だと思いますよ。 

 それが私は幾らかというのは、今すぐ分からないと言われたので、それもなぞなんです

けれども。というふうなことをしっかりしないと、繰り返しになりますが、現状維持とい

うことが、それってどうなのと思われても。でも、図書館長が現状維持でないというんだ

ったら、それを書いていただいたら、ああ、こんなことやったら、もうこれ以上はさすが

にできないから、じゃあ、引き続き、来年もよろしくお願いしますよ、地域としては絶対

大事なものだからというふうになると思うので、そこはよろしくお願いします。 

 以上です。 

【教育長】  では、ここは検討を引き続いてお願いします。 

 ほかにございますか。 

 では、次、１２番、図書館施設の維持管理について、御質問、御意見、お願いいたしま

す。 

 吉原委員。 

【吉原委員】  年度で大きく増えているのは、老朽化とか、改修とかをする施設数が増

えてきているということですか。新しい何か仕組み、取組をしていくか、あるいは直さな

くてはいけないところが多くなっているというところでしょうか。 

【教育長】  品川図書館長。 

【品川図書館長】  新しい仕組みという部分に関しましては、今後の図書館の在り方を

含めて、旧荏原四中の図書館もございますし、様々なものがございますので、対応してい
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きたいと思っております。 

 老朽化というのは、図書館は施設、単体でないので、複合施設となっている図書館が多

いので、そちらとの関係を考えなければいけない部分となっております。 

 以上でございます。 

【教育長】  この金額がかなり増えているのは、そういった複合施設も含めて老朽化を

しているものへの対応が、年度によって異なるということでいいですか。 

 品川図書館長。 

【品川図書館長】  そちらの部分に関しましては、その年によって工事費が多く、例え

ば空調施設が壊れてしまって、工事費がかさんでしまうとか、様々な要因がございますの

で、その年によって対応していかなければならない金額ですので、金額の大小があります。 

 以上でございます。 

【教育長】  ほかによろしいですか。 

【吉原委員】  こういう席で申し上げることじゃないかもしれないんですけれども、例

えば各地域に図書館がたくさんあるんですけれども、品川区としての売り物となるような、

集約的な、例えば宮崎県とか、大きいところにはすごい、すばらしい複合施設があって、

みんなが集って地域の憩いの場になっているような図書館、仕掛け人がいらして、いっぱ

いつくられていくようなところもあって。 

 品川区の中心となるような、発信していくような大きな施設、例えば、大きな再開発に

伴ってマンションの工事とかあるような中にそういったものを繰り入れて、柱となるよう

な、売りとなるようなものを、もし構想の中にこれから取り入れていっていただけると、

すみません、今日お話がないんですけれども、ずっと前からそうなったらいいなというふ

うに思っていましたので、すみません、この場ですが、意見だけ述べさせていただきまし

た。 

【教育長】  では、続いて１３番、学校図書館運営サポートについて、御意見、御質問、

お願いします。 

 濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございます。図書館は学校の中においても非常に身近な存在

だと思うので、ぜひ引き続き頑張ってほしいんですけれども。電子という言葉自体、もう

言わないと思うんですけれども、学校図書館のほうのデジタルへの対応って、今そもそも

どういうふうになっていて、今回のこの令和６年度の取組って、デジタルのほうでどうい

うことをされたのかって、何かありますか。 

【教育長】  品川図書館長。 

【品川図書館長】  デジタルに関しましては、まだあまり取り組めていない状況でござ

います。品川図書館としてのデジタルアーカイブは、品川図書館にはございますけれども、

システムの連携などもなかなか難しい状況でございますので、デジタルについては難しい

状況になっております。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございます。これ、司書の方についての質問なんですけれど

も、司書の方がしっかりこのスタッフが配置されるということは大事だと思っていて、何

かサポートを、しかも無機的じゃなくて、有機的というか、しっかり心が籠もってサポー
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トをしてくれるような人が必要だと思うんですけれども。ここって、採用のところでの、

あるいは定着のところでの課題感って何かあったりするんでしょうか。 

【教育長】  品川図書館長。 

【品川図書館長】  委員の御指摘のように、週に２.５日、または３日という働き方は非

常に難しい部分があると思ってございますので、そちらに関してもすごく工夫はしている

ところでございます。確かに難しい部分もあります。 

 以上でございます。 

【教育長】  ほかにありますか。では、続いて１４。枝番号で１、２、３と、特色ある

教育活動がありますので、まとめて御質問とか、御意見とかをいただければと思います。 

 吉村職務代理者。 

【吉村教育長職務代理者】  まとめてなんですけれども、これ予算事業名が同じなんで

すよね。それで、扱っている具体的な事業が違うだけで、全体的な事業名が同じ。若干言

葉の違いはあっても、目的も、それから今後の方向性も同じようなことが書いてあるんで

す。そうすると、この事業を実際にやるときに３課が連携してやるという、そういう視点

というのはないんでしょうか。 

 例えば、これ、区の施策を受けた特色になっているかどうかということは書いてあるん

ですけれども、これは、それぞれの課が単独でその基準を見ていくというよりも、教育委

員会事務局として、学校が言っている取組が本当に品川区の教育の方向に合致しているか

どうかと、そういうことを見る必要があると思うので、これはどこかに３課が連携してと

か、３課が学校の情報を共有しながらとか、そういう視点が必要なんじゃないかなと思う

んですけれども、それはいかがでしょう。 

 ３課だから答えにくいかな。 

【教育長】  もし難しければ、取りまとめている庶務課のほうで。 

 庶務課長。 

【庶務課長】  各校から提案があった特色ある教育活動を、教育委員会の中でも査定を

する際には、これは教育委員会事務局全体として、もちろん連携を図って、優先度であっ

たり、重要性であったりとかを精査して、予算の査定を各学校の提案に対してつけている

ということになりますので、当然、そこは３課のみならず、教育委員会全体で連携をして

いるというものでございます。 

【教育長】  吉村職務代理者。 

【吉村教育長職務代理者】  そうされているんだと思います。だから、そのことが分か

るような言葉をちょっと入れていただくといいのかなというふうに思います。 

 以上です。 

【教育長】  表記を少し工夫していただくようにと。 

 そのほかにございますか。濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございます。ちょっと僕が認識が追いついていなくて、すみ

ません。１４－１で、学務課の学校の特色ある教育活動のところを、具体的に何をされて

いるのか教えてください。 

【教育長】  学務課長。 

【学務課長】  基本的には、各学校のほうから特色ある教育予算についての各表を提出
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された中で、予算の性質に応じて、主に学務課の場合は物品購入にかかる部分がすごく多

いかなと思います。その中でも、例えばプランターや、苗や、土とか、そういったような

植栽に係る部分ですとか、あとは金管バンドにおける楽器の購入ですとか。あとは、サン

トレといった言葉の教育のための教材ですとか、そういったところがあるのではないかと

思います。 

 ２年前の事務事業評価の中で、補助共済無償化事業のときに議論になったんですけれど

も、例えば各学校が独自で教材を作る場合、それは補助教材無償化の中で対象にならない

かという議論があったときは、補助教材としては市販分の購入が対象になるんだけれども、

こういうふうな、特色ある教育活動予算の中でも、例えば鮫浜小とかですと、独自に作っ

た教材を一般事業費として要求してきたりとかいうようなことはあって。学務課はどちら

かというと、そういうふうな物品関係が多いかなというような状況でございます。 

【教育長】  どちらかというと、特色ある教育活動という、学校ごとの特色をどう出し

ていくかというところを出してもらうに当たって、項目によって課に振り分けていると、

そんなイメージを持っていただければいいかと思います。 

【濱松委員】  分かりました。ありがとうございます。その上で、またこれもお三方、

誰に聞くかという話になるし、また次長か、教育長か分かりませんけどというか、大事な

ところは、さっきの吉村さんが言われたところとも重なっていて。 

 ３課で分かれていると、振り分けてしまうので、全体的に。もちろん、３課で連携はさ

れているでしょうし、次長も、教育長も見られていると思うんですけれども、司令塔とな

るところが、これは改革の目玉の１つだと思いますから、必要だなと思うというコメント。 

 それと、その上で、これは、ごめんなさい、勝手にセンター長を指名させてもらうんで

すけれども、さっきの教育長もだし、学務課長も言われたとおり、学校から、こうやって

やりたいんだとか、どうなんだとか、こうなんだとか、意見交換の中で何かありませんか

といったときにとか、いや、そうじゃなくて、これ、金をつけてくれよという、いろいろ

な話があると思うんです。 

 それも結局は校長のリーダーシップの話、あるいはマネジメントとか、変革のスタイル

の話だったり、やる気だったり、能力だったり、質だったりすると思うんです。この辺り、

属人的ではいけないと思うものの、校長のリーダーシップ、あるいはマネジメントチーム

のリーダーシップや、マネジメントの力によるところが多いと思うんですけれども、そこ

が真因だと私は思っていて。 

 だって、言われたら、もちろん事務局としては検討するけれども、全部出さないと言っ

ていないんだから、しっかりそのビジョンや、パーパスや、マネジメント――これ、いろ

いろな言い方だったり、広がりが広いんですけれども、その校長の、あるいは副校長のマ

ネジメントチームのリーダーシップが重要だと思う。何かその辺りの懸念や、取組や、何

かあったりしますか。 

【教育長】  教育総合支援センター長。 

【教育総合支援センター長】  この特色ある教育活動経費の募集をかける際に、取りま

とめは庶務課なので、庶務課から学校に向けて発出、通知を出しているんですけれども、

例えば今、品川区教育振興基本計画ができました。その中の重点項目に当たるような学校

での教育活動、ぜひどんどん出してくださいというようなアナウンスをしています。 
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 学校では、これまでの歴史的に取り組んできた教育活動、これを学校の特色としてうた

ってきているものを、例年挙げてくる学校と、あとは、地域の要望や、企業との連携で、

こういうことをやりたいというような、新しいチャレンジングな取組というのも出してき

ているという計画があります。 

 教育委員会としては、学校の特色や、地域との連携や、保護者のニーズや、子どもたち

の様子を見て、特色を出していってくださいというような働きかけをしています。その中

で、しっかり響いて出してくる学校もあれば、言い方はあれですけれども、例年どおり出

してくる学校もあるというようなことで、評価としてはＣという形で、今回、それぞれ出

しているという状況にございます。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  ごめんなさいね、本当に大事なところの最後だと思うので。そこに対し

て、別に個人の何か決まったことというよりは、現状そうなんだよなと思いながら、じゃ

あ、どうしていけばいいのかというところって、何かお考えとか、皆さんの中で話されて

いることとは何かあるのかなと思って。 

【教育長】  それは私から。 

【濱松委員】  お願いします。 

【教育長】  この特色ある教育活動の予算については、３年やってきている中で、学校

としては必要なものではあるなと思いつつも、出し方に課題は一定あるなと考えています。

センター長が言ったように、教育振興基本計画をつくって、この中であなたの学校はどこ

を重点的にやりたいかというのが分かるように出してくださいということを、今年からや

ってはいるんですけれども。 

 やっぱり、今年、明けてみると、従前の流れになっているというところで、どうやって

見直しができるかということは、この間、来年度予算に向けて、各課長や庶務課長を中心

にいろいろ議論してきました。その中で、教育委員会として進めていきたいことを、学校

の校長のリーダーシップをもって、学校や地域の特性に合わせて何をしたいかということ

を、もちろん出してもらうのは大事なんですけれども、それをどう予算化していくのかと

いう、そこの問題もあります。 

 実際、教育委員会だけでは決められないというものもあり、いろいろ今議論はしている

ところです。最適解は何かということで、恐らくこの後もまた試行錯誤はしていくように

なると考えています。今どうやるよという結論はまだ出ていないんですけれども、来年度

の予算に関しては、今年も既に夏前に校長から集約して、つくっていますので、それで進

む形になると思います。 

 その後、どうするかというのは、可能性も含めていろいろ議論はしているというところ

です。というところを前提として、すみませんが、各課長への御質問をいただければと思

います。 

【濱松委員】  ありがとうございました。教育長の説明で分かりました。ありがとうご

ざいます。もう既に考えられていると思うんですけれども、ガバメントクラウドファンデ

ィングとか、東京都２３区は特にふるさと納税的なものは難しいというか、基本的にはで

きない。と思うものの、鎌倉市や戸田市のように、企業版ふるさと納税的なやり方という、

ガバメントクラウドファンディング的なやり方の模索。つまり、学校自身が自活していく
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んだという、これは皆さん検討されていると思うんです。 

 というのと、校長のリーダーシップ。ガバメントクラウドファンディングをやれって、

次、上から言ってきたよ、教育委員会がといっても、俺、私、それ、やるのという話にな

ると思います。やっぱりマネジメント研修みたいなところが、私の仮説としては２本柱な

んですが、教育長を含めて皆さんが企画されて、進めていかれますので、よく分かりまし

た。ありがとうございました。 

【教育長】  では１４－１、２、３について他にありますか。 

 稲垣委員。 

【稲垣委員】  すみません、ありがとうございます。細かいことなんですけれども、１

４－２で、指導課のところで、学校支援ボランティアが今８校入っているというふうに、

資料で見たんですけれども、この配置してみた効果というか状況で、何か聞けるものがあ

れば、教えていただきたいと思います。 

【教育長】  指導課長。 

【指導課長】  具体的に数字か何かでしょうか。 

【稲垣委員】  いてくれたことで、こういうことが助かったとか、そんなにいなくても

よかったとか。 

【指導課長】  教員１人で指導が行き届かないところの、第３、第４の支援者として入

ってもらっているということで、助かっているというような声はありますけれども、それ

が直接子どもたちの何らかの力、数字として表れているかというところの検証はまだして

いないところです。 

【稲垣委員】  ありがとうございます。ぜひその辺、検証していただいて。これって、

誰一人取り残さない教育のところで多分つけているのかなとは思うんですけれども、こう

いう感じで、例えば多分先生はすごく楽になっていらっしゃると思うので、そういう何か

いいこと、メリットがあったことは、特色ある教育活動にずっと残しておくのではなくて、

別のところでちゃんと予算をつけて、全校に広げるとかをしていけば、凝り固まった特色

ある教育活動みたいなところからは、これがなくなったら困るから、外せないから、ほか

のことを出せないみたいなことがなくなるように、これはいいねというのは区が引き取っ

てあげて、じゃあ、ほかにまた新しいことを考えてとやってあげると、新しいことがもっ

といっぱい出てくるんじゃないかなと思います。 

 意見として、以上です。 

【教育長】  ほかにございますか。 

【吉原委員】  よろしいですか。１４－３の特色ある教育活動のところで、各学校がそ

れぞれ、いろいろな項目を挙げてやってこられていると思うんです。何をやりますという

ときに、教育委員会としても、それはいいですねとか、多分意見を言って、応援をしてき

ていると思うんです。 

 それぞれの学校が始めたことに対しての継続性、持続性といいますか、特色ある学校と

して、それぞれの学校が始めたことが中断される。もちろん修正をかけて、方向も変えて

いくんでしょうけれども、うちの学校はこれを伝統的にやっているんだと。例えば太鼓を

ずっと続けているとか、例えば戸越小学校とかだと、金管バンドがすごく有名になってい

たりしますし。 
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 それを応援していくような体制づくり、校長先生が代わっちゃったから、違うことをや

りますもありかもしれませんけれども、地域に根付いた感じの協力体制を持った上での学

校づくりということが継続してくれるといいかなというふうに考えます。 

【教育長】  それでは、１４についてはよろしいでしょうか。 

 では、１５－１と２も教職員研修ですので、併せて御意見と御質問をお願いいたします。 

 吉村職務代理者。 

【吉村教育長職務代理者】  これは意見ですので。この１５－２のほうの教職員研修は、

要するに管理職とか、副校長、園長とか、教務主任とか、こういうところの研修が入って

きているので、一番下のほうを見ると、新たな教育課題に対応したとなっていますけれど

も、ここ１年、２年は、多分次の学習指導要領がどう出てくるかということに関する、次

の学習指導要領の方向性を見据えた研修をしていったほうがいいんじゃないかと思うんで

す。 

 事業目的のところも、教職員の資質の向上となっているんだけれども、教職員の資質向

上だけじゃなくて、これは学校経営なんだろうなと。学校経営及び教職員の資質向上を図

るということで、最後のほうも、新たな教育課題なんだけれども、次期学習指導要領を見

据えてというようなことが入ってくるといいのかなというふうに思いました。 

 以上です。 

【教育長】  ほかに。 

【稲垣委員】  ２つ意見というか、あるんですけれども。以前、教育総合会議でもお話

しさせていただいたんですけれども、研修の中で特別支援担任研修の障害の理解と個に応

じた対応とか、環境整備、教材づくりとかいうところは、特別支援に限らず、本当に全て

のお子さんにとってメリットのある対応だと思うので、普通級の担任の先生方にも、ぜひ

これは皆さんに聞いていただきたいなというふうに思います。 

 どうしても普通級のほうにグレーなお子さんとか、先ほどあった支援教室に通っている

お子さんとかも入っているので、担任の先生がその環境づくりとかをちゃんとできると、

学級の安定が全然変わってくると思うので、ぜひそれは受けていただきたいなということ。 

 それと、すごくたくさんの研修があって、私も見せていただいてびっくりしたんですけ

れども、これ、会場に集まって、みんなで講師の話を聞くというのはすごくもったいない

なというふうに考えます。先生たちも忙しいですし、座学であれば、別に動画とか、オン

ラインでもいいとは思うので、それをちゃんと聞いているかどうかを、最後、レポートを

提出させるとか何かしなければいけないかもしれないんですけれども。 

 みんなで、１つのところに集まって、先生の話を聞くというのは、大人なので、そうい

うことはしないで、せっかく集まるんだったら、ワークショップをしたりとか、プレゼン

をみんなでしたりとか、実践に役立つこと、現場にいなければできないことをぜひしてい

ただきたいなって思います。話を聞いて終わるのではなくて、それを身につけて、現場に

取り入れる工夫が今後必要になってくると思うので、ぜひそっちを重めに研修していただ

いたほうがいいんじゃないかなという意見です。 

 以上です。 

【教育長】  ほかにはございますか。 

 濱松委員。 
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【濱松委員】  ありがとうございます。私も、特に２のところなんですが、幾つかあり

ます。１つは、ここの評価結果Ｃの横の評価にも書かれているとおり、生成ＡＩの活用や

短期的な学習などと書かれているんですが、この２つ、生成ＡＩも圧倒的にこれは民間で

もそうですし、本当に１日、１日変わっていくところなので、しっかり生成ＡＩのところ

はやってほしいなという意見。短期的な学習を同時にやってほしい、その両輪的なところ

なんだろうなと。教育者として、人間とは何かというところの問いにひたすら向き合って

いただきたいなというのを思いますので、お願いしますというところ。 

 ２点目が、研修的なところで、前、私、ある自治体の友人、知人から聞きまして、１個

１０万円で研修、あなたたちの１つの学校の研修額って１０万円だよという話をされまし

た。各一人一人が出張に行ってしまうと、その分お金がかかってしまうから、それを５倍

にして５０万にしましょうと。その分、２人だった先生、３人だった先生、１人だった先

生を５倍呼べることになりますから、一応は、もちろん、学校で全部聞くかというのは置

いておいて、５倍の学びがあるということになると思いますから。 

 ごめんなさい、今回、１から１５の中で、そのお金の範囲がこの研修の中なのか、いや、

そうじゃなくて、違うところだったのか分かりませんけれども、教育者が学べるような仕

組みというものが、また結局教育研究発表みたいなことにつながりますし、マネジメント

のところにもつながると思いますので、ぜひそれをやっていただきたいなというふうに思

いました。 

 そのやり方としては、これもワークショップやいろいろあるんですけれども、いろいろ

考え方はあるんですが、マネジメントだけでやるという研修もありなんですが、これは指

導課とか、センターの皆さんもそうなんですが、マネジメントだけでやってしまうと、こ

れ部下にも聞かせたかったわとか、部下だけでまた３年目研修でやっちゃうと、鍵は結局

管理職じゃないですかと。 

 これはあるあるなので、忙しいと思うんですけれども、３０分、１時間で、全員という

か、Ｔｅａｍｓでもいいですし、Ｚｏｏｍでもいいですし、対面でもいいですから、しっ

かり同じような共通言語をつくってやっていくというのを、金を増額してでも、今回間に

合わなかったら、再来年でもするというのが、１つ、教育の現場の先生に頑張ってほしい

という思いも含めて、ごめんなさい、意見、提案です。 

 ありがとうございます。 

【教育長】  ありがとうございます。ほかにございますか。 

 では、１６番、学校トラブル相談体制の構築について、御質問、御意見をお願いいたし

ます。 

 稲垣委員。 

【稲垣委員】  意見ですけれども、すごく大事な仕組みで、これがあることで学校現場

がすごく助かっていると思います。弁護士の方に相談して、ちゃんと正しい言い分なんだ

というのを持って話せることで、先生たちも個別の対応も安心してできると思うので、ぜ

ひ広めていっていただきたいなと思います。 

 相談するのにハードルがあると、せっかくのものが生かされないので、まだまだ件数は

少ないんじゃないかなと思うぐらいなんです、この１７件とか、２０件とかだと。なので、

せっかく常駐していただいているということなので、もっと気軽に先生たちが相談できる
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ような体制をぜひつくっていただきたいなというのが１つ。 

 あと、もう既に何十件かやってきて、今までのケーススタディーがある程度たまってい

ると思いますので、これを、個人情報とかはもちろん削除した上で、こういうことがあっ

て、こういうときにはこういう対応をしました、こういう対応がいいですよというケース

スタディーを、ぜひ全校に広めて、配っておいてあげると、この後も、こういうことがあ

ったら、こうすればいいんだなという先生たちの心積もりができるので、ぜひやっていた

だきたいなと思います。すごく大事な仕組みなので、維持して、広げていっていただけれ

ばなと思います。 

 以上です。 

【教育長】  ほかにはございますか。 

 では、教育委員会事務事業の点検及び評価についてはよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】  会議の運営上、ここで休憩いたします。 

（ 休  憩 ） 

【教育長】  では、会議を再開します。 

 次に、日程第３、報告事項１、学校プール施設の在り方に係る現時点での検討状況につ

いて、説明をお願いします。 

 学校施設担当課長。 

【学校施設担当課長】  それでは、資料番号３、資料データ３４ページを御覧ください。

学校プール施設の在り方に係る現時点での検討状況について御説明いたします。まず、ペ

ーパーで恐縮ですが、３枚目の資料を御覧ください。こちらは、昨年９月の中間報告の資

料を参考として添付したものです。近年の気象変動により水泳授業の計画的実施が難しく

なっている中、プール施設の現状や課題、そして、それに対する検討の方向性をお示しし

たものです。 

 児童生徒の水難事故防止と身体能力向上を目標として検討を進めてまいりました。 

 それでは、１枚目にお戻りいただき、まず、項番１として、令和７年度水泳授業実施状

況調査結果についてです。昨年度に引き続き、水泳授業カリキュラム終了後に、区内４４

校を対象として調査を実施いたしました。主な結果として、水泳授業の平均実施率は９５％、

屋根のない屋外プールでも９０％以上を達成したという状況です。 

 一方、中止となった授業は５％で、その理由の大半は天候に関するものでございました。

高い実施率の背景には、６月初旬から授業を開始して、猛暑期を避ける工夫、振替授業の

計画的な確保など、各学校の取組が効果を上げていると分析しています。 

 また、学校からは、プールサイドへの屋根、日よけの設置、授業実施時期の見直しとい

った意見、要望も寄せられています。 

 続いて、資料右下、項番３を御覧ください。具体的な対策を検討するに当たり、その前

提として、改築時のプール集約化について検証いたしました。改築未着手校１８校につい

ては、各校に屋外プール整備を基本とし、集約化は個別に検討することとしています。 

 その理由として、屋外プールはコストが比較的低く、校庭面積への影響が小さい一方、

屋内プールでは、整備、維持管理の費用が高額で、大きなスペースが必要といった点が挙

げられます。 
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 では、資料２枚目に移りまして、各対策の考え方について御説明いたします。左上から、

１つ目が、日よけシェードなどの設置です。屋外プールを対象として、日よけシェードな

どの設置校を拡大します。この実証実験でその有効性が確認されましたので、今後は改築

校では標準仕様として設置し、既存校では優先順位を踏まえて整備を進めます。 

 次に、その下、気象条件を考慮した授業計画です。各校において、ＷＢＧＴ（暑さ指数）

を考慮した水泳授業実施期間を設定できるようにいたします。事務局から各校へ、気象情

報やアラート発表時の対応を周知し、教職員負担や維持管理コストへの影響を考慮した上

で、水泳授業実施期間の柔軟化が図られるようにいたします。 

 右上に移りまして、プール共同利用です。自校プールが使えない場合、他校の屋内プー

ルを補完的に利用する取組です。令和８年度に改築工事中の城南第二小、源氏前小、鈴ケ

森小の３校でモデル実施を行い、効果検証の上で拡大を検討いたします。 

 その下、民間施設活用です。自校及び他校での実施ができない場合の選択肢として検討

しますが、授業時間数の確保や高額な費用など、幾つか課題が考えられます。 

 最後に項番５、今後の予定スケジュールについてです。検討結果を教育委員会事務局に

て取りまとめた後、来月２月に改めて教育委員の皆様、及び区議会文教委員会への報告予

定です。その後、検討結果を各校へ展開し、区ホームページでも公表してまいります。 

 以上、私からの説明を終わります。 

【教育長】  説明が終わりました。質疑はございますか。 

 稲垣委員。 

【稲垣委員】  ありがとうございます。本題ではないんですけれども、プールサイドで

見学している子が、プールサイドの日よけがないところで見学していたということが出て、

すごく危ないなと思うので、今後、日よけがないところで見学するようなことがないよう

に。どうしても日よけがないところでやるのであれば、日傘を貸してあげるとか何かしな

いと、本当に危ないなと思いますので、ここは気をつけて指導していただければなと思い

ます。 

 以上です。 

【教育長】  教育総合支援センター長。 

【教育総合支援センター長】  例年、水泳指導が始まる前に、体育主任を集めた協議会

を開いております。その中で熱中症対策についても触れているんですが、今いただいた意

見も踏まえまして、見学する者の暑さ対策もしっかり行うよう周知徹底してまいります。 

【稲垣委員】  お願いします。 

【教育長】  ほかにございますか。 

 それでは、学校プール施設の在り方に係る現時点での検討状況についてはよろしいでし

ょうか。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】  では、本件は了承いたします。 

 次に、日程第３、報告事項４、区立学校におけるいじめの重大事態の調査結果について、

本件は、区の事務事業に係る意思形成過程における案件ですが、事務局としては、会議の

扱いについてどのように考えますか。 

 教育総合支援センター長。 
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【教育総合支援センター長】  区立学校におけるいじめの重大事態の調査結果につきま

しては、内容に個人情報が含まれており、個別のいじめ事案に関する協議、報告の場でも

あります。したがいまして、公正、または適正な意思決定を確保する観点から、非公開の

会議とすることが適切であると判断いたします。 

【教育長】  教育総合支援センター長より説明がありました。本件は、品川区教育委員

会会議規則第１４条の規定に基づき、非公開の会議とし、会議日程を変更し、全ての会議

の終了後に会議を開くこととしますが、御異議ございませんか。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】  では、これより非公開の会議を開きます。 

 

―― 了 ―― 


